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資料２ 

〇 検討の背景 

   【資料２－１－１】  これまでの検討状況 －ＡＩネットワーク化検討会議とその成果― 

   【資料２－１－２】  欧米の動向 －開発原則に関連する議論を中心に－ 

〇 今後の検討事項 

   【資料２－２】  「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）の策定に向けて 

              ―国際的な議論の用に供すべき素案の検討－ 

   【資料２－３】  ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響とリスクの評価について 

   【資料２－４】  「ＡＩネットワーク社会推進会議」に関するスケジュール 

   【資料２－５】  ＡＩネットワーク社会推進会議（第１回）における議論の概要  



これまでの検討状況 

 
―ＡＩネットワーク化検討会議とその成果― 

資料２－１－１ 



沿革 
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平成２７年２月 

平成２７年６月３０日 「報告書２０１５」 

インテリジェント化が加速するＩＣＴの未来像に関する研究会 

平成２８年２月 

平成２８年４月１５日 中間報告書「ＡＩネットワーク化が拓く智連社会（ＷＩＮＳ）」 

ＡＩネットワーク化検討会議   （旧称 ＩＣＴインテリジェント化影響評価検討会議） 

（平成２８年４月２９日・３０日 Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合）  

ウ イ ン ズ 

平成２８年６月２０日 報告書２０１６「ＡＩネットワーク化の影響とリスク」 



ＡＩネットワーク化検討会議 
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  2040年代を見据え、ＡＩネットワーク化（※）に向け、次に掲げる項目を検討。 
  ○ 目指すべき社会像及びその基本理念の整理 
  ○ ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす 
         影響及びリスクの基礎的評価 
  ○ 今後の課題（社会的・経済的・倫理的・ 
     法的課題）の整理 
 
 
 
 

 【座  長】 須藤 修 東京大学大学院情報学環教授 
 【顧  問】 村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長 
 【構成員】 理工学系及び人文・社会科学系の有識者 計３７人（座長及び顧問を含む。） 
 
 
 
 

 ２月  ２日  第１回会合  
 ４月１５日  中間報告書    
 ６月２０日  報告書2016 

１ 目的 

３ スケジュール 

２ 検討体制 

 親会 ５回開催 
 分科会（経済、社会・人間、法・リスク）等 １３回開催 

  （※）「ＡＩネットワーク化」とは 
     ・ＡＩネットワークシステム（ＡＩを構成要素とする 
       情報通信ネットワークシステムをいう。）の構築 
     ・ＡＩ相互間の連携などＡＩネットワークシステムの 
        高度化 
     をいう。 



【座長】    須藤 修  東京大学大学院情報学環教授・東京大学総合教育研究センター長 
【顧問】    村井 純  慶應義塾大学環境情報学部長・教授 
【座長代理】 平野 晋  中央大学総合政策学部教授・大学院総合政策研究科委員長 

新保 史生 
田中 絵麻 
  
田中 浩也  
高橋 恒一 
  
中西 崇文  
林 秀弥  
林 雅之  
 
原井 洋明 
  
深町 晋也  
福井 健策  
松尾 豊  
山本 勲  
山本 龍彦  
湯淺 墾道  
若田部 昌澄 
渡辺 智暁  

慶應義塾大学大学院メディアデザイン 
研究科リサーチャー 
筑波大学図書館情報メディア系准教授 
弁護士 
明治学院大学社会学部教授 
駒澤大学経済学部専任講師 
東京大学教養学部附属教養教育 
高度化機構特任講師 
神戸大学大学院法学研究科教授 
慶應義塾大学法学部教授 
京都大学大学院情報学研究科教授 
東京大学大学院情報学環助教 
青山学院女子短期大学現代教養学科准教授 
名古屋大学大学院情報科学研究科准教授 
総務省情報通信政策研究所コンサルティング・フェロー 
東京大学大学院情報学環教授 
総務省情報通信政策研究所特別上級研究員 
福島大学経済経営学類准教授 
東京大学大学院法学政治学研究科教授 
九州大学大学院経済学研究院教授 

慶應義塾大学総合政策学部教授 
一般財団法人マルチメディア振興センター 
情報通信研究部主席研究員 
慶應義塾大学環境情報学部教授 
国立研究開発法人理化学研究所生命システム研究 
センター生化学シミュレーション研究チームチームリーダー 
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授 
名古屋大学大学院法学研究科教授 
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 
客員研究員 
国立研究開発法人情報通信研究機構ネット 
ワークシステム研究所ネットワーク基盤研究室長 
立教大学大学院法務研究科教授 
弁護士 
東京大学大学院工学系研究科特任准教授 
慶應義塾大学商学部教授 
慶應義塾大学法科大学院教授 
情報セキュリティ大学院大学教授 
早稲田大学政治経済学術院教授 
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任准教授 

赤坂 亮太 
 
石井 夏生利 
板倉 陽一郎 
稲葉 振一郎 
井上 智洋  
江間 有沙  
 
大内 伸哉  
大屋 雄裕  
鹿島 久嗣  
河井 大介  
河島 茂生  
久木田 水生  
クロサカ タツヤ  
越塚 登   
佐々木 勉  
佐藤 英司  
宍戸 常寿 
実積 寿也 

ＡＩネットワーク化検討会議 構成員 
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「ＡＩネットワーク化」及びその進展段階 
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ＡＩネットワーク化の進展段階 



「知」から「智」へ 

5 

① 人工知能（ＡＩ）が、他の人工知能（ＡＩ）とは連携せずに、 
   インターネットを介するなどして単独で機能し、人間を支援 
 
② 人工知能（ＡＩ）相互間のネットワークが形成され、  
   社会の各分野における自動調整・自動調和が進展 
 
③ 人間の潜在的能力がＡＩネットワークシステムにより拡張 
 
④ 人間とＡＩネットワークシステムとが共存 

ＡＩネットワーク化の進展段階 

ＡＩネットワーク化 

ウ イ ン ズ ・「イノベーション２５」（平成１９年） 
・「科学技術イノベーション総合戦略」（平成２５年） ・ＩＴ基本法（平成１２年） 



目指すべき社会像（「智連社会」） 
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目指すべき社会像 

智連社会 （Wisdom Network Society） 【ＷＩＮＳ】  
ウ イ ン ズ 



目指すべき社会像（「智連社会」）の基本理念 
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① すべての人々がＡＩネットワークシステムの恵沢をあまねく享受 

② 個人が、尊厳をもった自律的な主体として、ＡＩネットワークシステムを安心して安全に利活用 

③ イノベーティブな研究開発と公正な競争を通じて、多様で高度なＡＩネットワークシステムを実現 

④ ＡＩネットワークシステムに関し、制御可能性と透明性を技術的・制度的に確保 

⑤ ＡＩネットワークシステムの在り方に関する意思決定に多様なステークホルダーが民主的に参画 

⑥ ＡＩネットワークシステムを利活用して物理空間とサイバー空間を連結し、両者の調和を図ることに 
 より、ヒト・モノ・コト相互間の空間を超えた協調を実現 

⑦ ＡＩネットワークシステムを利活用してヒト・モノ・コト相互間の空間を越えた協調が地域内・地域間で 

   進展することにより、活力ある地域社会を実現 

⑧ ＡＩネットワークシステムにより、地球規模課題（環境保護、格差是正等）の解決に貢献 



「智連社会」における人間像 
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ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響 
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     ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響について、公共（まち）／生活（ひと）／ 

       産業 （しごと）の分野ごとに、２０２０年代～２０４０年代の時系列で評価。 

      【公共】 公共インフラ、防災、スマートシティ、行政 

      【生活】 生活支援、豊かさ創造（創造的活動、コミュニティ活動等） 

      【産業】 分野共通（コーポレート業務等）、農林水産、製造業、運輸・物流、卸売・小売、金融・保険、 

            医療・介護、教育・研究、サービス業、建設 

 

【例】 製造業 【例】 医療・介護 



ＡＩネットワーク化の影響に関する評価指標 
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リスクの種類 例 

機
能
に
関
す
る
リ
ス
ク 

セキュリティ関連 
・ＡＩネットワークシステムに対するハッキングやサイバー攻撃等 
・ＡＩネットワークシステムに対する攻撃が秘かに行われ、被害に気づかないこと 

情報通信ネットワーク 
システム関連 

・情報通信ネットワーク上に多種多様なＡＩが混在することにより、意図しない事象が発生 
・情報通信ネットワークの不具合によりＡＩが正常に動作せず、意図しない事象が発生 

不透明化 ・ＡＩのアルゴリズム等が不透明化し、人間にＡＩネットワークシステムの適正な制御が困難化 

制御喪失 ・ＡＩネットワークシステムが暴走し、人間による制御が困難化ないし不可能化 

法
制
度
・権
利
利
益
に
関
す
る
リ
ス
ク 

事故 ・自動運転車やロボット等の自律的判断に基づく動作による事故 

犯罪 
・ＡＩネットワークシステムを悪用したマルウェアによる犯罪 
・自律型兵器のテロ等犯罪への悪用 

消費者の権利利益関連 ・ＡＩネットワークシステムが適正に利活用されず、消費者、青少年等の権利利益が毀損 

プライバシー・個人情報
関連 

・ＡＩネットワークシステムによる個人情報の収集・利活用が不透明化し、個人情報 のコントロール  
 が困難化 
・ＡＩネットワークシステムが人々の信念、健康、将来の行動等を推論し、プライバシーが侵害 

人間の尊厳と 
個人の自律関連 

・ＡＩネットワークシステムが人間の意思決定過程を見えない形で操作することにより、個人の 
  自律が侵害 

民主主義と 
統治機構関連 

・投票等国民の行動に対するAIネットワークシステムによる悪影響 
・ＡＩネットワークシステムを国家の統治に利活用する場合における意思決定過程の不透明化 
  や責任の所在の曖昧化 

ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらすリスク 
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 ○ 本検討会議においては、ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらすリスクを次のように分類。 
     ①機能に関するリスク： ＡＩネットワークシステムに期待される機能が適正に発揮されないリスク 
     ②法制度・権利利益に関するリスク： ＡＩネットワークシステムにより権利利益等が侵害されるリスク 
○ リスクの評価及び管理の在り方の検討に当たっては、ＡＩネットワークシステムを利活用する具体的な場面を想定した 
   シナリオを作成し、具体的に検討すべき（リスク・シナリオ分析）。   

事故のリスクのよう
に、両者の側面を併
せ持つリスクもある。 



１．研究開発の原則・指針の策定：開発原則及びその内容の説明から構成される指針（「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称））の策定に向けた議論の推進 

２．ＡＩネットワーク化の進展に向けた協調の円滑化：相互接続性・相互運用性の確保（確保の対象や方法の検討等）等 

３．競争的なエコシステムの確保：関連する市場の動向の継続的注視、ネットワーク形成に関する当事者間の協議の円滑化等 

４．経済発展・イノベーションの促進に向けた課題：持続的な経済発展を実現するための取組の在り方の検討等 

５．ＡＩネットワーク化の進展に伴う影響の評価指標及び豊かさや幸せに関する評価指標の設定：指標の設定に向けた検討の継続 

６．利用者の保護：関連する市場の動向の継続的注視、消費者保護に関する国際的な制度調和の在り方の検討等 

７．ＡＩネットワークシステムに関するセキュリティの確保：情報セキュリティ等のＡＩネットワークシステムへの実装の在り方の検討等 

８．プライバシー及びパーソナルデータに関する制度的課題：プライバシー・パーソナルデータの保護と利活用のバランスに留意した検討等 

９．コンテンツに関する制度的課題：多種多様かつ大量のコンテンツの創造・流通に適した法制度の在り方の検討等 

10．社会の基本ルールに関する検討：ネットに関するルール（自己責任が基調）とモノの世界に関するルール（製造物責任が基調）との調和の在り方等 

11．リスクに関するシナリオの作成・共有：ＡＩネットワーク化の進展に応じたシナリオの継続的な作成・共有・見直し 

12．情報通信インフラの高度化の加速：ＳＤＮに関する相互接続性・相互運用性の確保、試験環境の整備の推進等 

13．ＡＩネットワーク・ディバイド形成の防止：Ａｉネットワーク・ディバイドの要因となるデジタル・ディバイドの解消、高齢者等の利用環境整備等 

14．人間の在り方に関する検討：「ＡＩ依存」等人間の心理や子供の発育への影響等に関する継続的注視、教育の改革等 

15．ＡＩネットワークシステムに関するリテラシーの涵養：リテラシー教育の在り方の検討、科学コミュニケーションの在り方の検討 

16．ＡＩネットワーク化に対応した人材育成：技術者、法的・倫理的・社会的問題に対処し得る人材、産業連携等に対処し得る人材等の育成等 

17．ＡＩネットワーク化に対応した就労環境の整備：労働法制の在り方の検討等 

18．セーフティネットの整備：所得の再分配の在り方（ベーシック・インカム等）の検討 

19．地球規模課題の解決を通じた人類の幸福への貢献：途上国支援のための取組の在り方の検討 

20．ＡＩネットワークシステムのガバナンスの在り方：国際的な議論の場の形成、国内の議論の場の形成 

今後の課題 
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研究開発の原則・指針の策定 
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   ＯＥＣＤプライバシーガイドライン、同・セキュリティガイドライン等を参考に、ＡＩの研究開発に関する原則及びその 
内容の説明から構成される指針（「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称））を国際的に参照される枠組みとして策定することに 
向け、国際社会において関係ステークホルダーの参画を得て継続的な議論が行われるよう働きかけるべき。 

 研究開発に関する原則の策定に当たっては、少なくとも、次に掲げる事項をその内容に盛り込むべき。 

① 透明性の原則 
   ＡＩネットワークシステムの動作の説明可能性及び検証可能性を確保すること 。 

② 利用者支援の原則 
   ＡＩネットワークシステムが利用者を支援するとともに、利用者に選択の機会を適切に提供するよう配慮すること 。 

③ 制御可能性の原則 
    人間によるＡＩネットワークシステムの制御可能性を確保すること 。 

④ セキュリティ確保の原則 
     ＡＩネットワークシステムの頑健性及び信頼性を確保すること 。 

⑤ 安全保護の原則 
     ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼさないように配慮すること 。 

⑥ プライバシー保護の原則 
     ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者のプライバシーを侵害しないように配慮すること 。 

⑦ 倫理の原則 
   ネットワーク化されるＡＩの研究開発において、人間の尊厳と個人の自律を尊重すること。 

⑧ アカウンタビリティの原則 
   ネットワーク化されるＡＩの研究開発者が利用者等関係ステークホルダーへのアカウンタビリティを果たすこと。 



（参考） Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合（平成２８年４月２９日・３０日）の結果 

○ 高市総務大臣から、Ｇ７各国が中心となり、ＯＥＣＤ等国際機関の協力も 
 得て、ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響、ＡＩの開発原則 
 の策定等ＡＩネットワーク化をめぐる社会的・経済的・倫理的・法的課題に 
  関し、産学民官の関係ステークホルダーの参画を得て国際的な議論を進める 
 ことを提案。 

   高市総務大臣からの提案に当たっては、ＡＩネットワーク化検討会議 

   中間報告書に掲げる８項目からなるＡＩの開発原則のたたき台を配付。 

  高市総務大臣の提案に対し、各国からの賛同が得られたところ。 

 

 

 

 

14 

 なお、ＯＥＣＤデジタル経済に関する閣僚級会合（６月）においても、 

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合の成果を紹介し、ＡＩネットワーク化が 

社会・経済にもたらす影響、ＡＩの開発原則の策定等に関する国際的な 

議論の必要性を改めて提唱。 



【参考】世界最先端ＩＴ国家創造宣言 （平成２８年５月２０日改定・閣議決定）（抜粋） 

＜本文＞ 

II. 「国から地方へ、地方から全国へ」（ＩＴ利活用の更なる推進のための３つの重点項目） 

II –２．【重点項目２】 安全・安心なデータ流通と利活用のための環境の整備 

II –２– (１) 利用者志向のデータ流通基盤の構築 

［主な取組内容］ 

 （基盤を支える技術開発等） 

  ・ ＡＩの普及及びネットワーク化に伴う社会的・倫理的課題に関し、ＡＩの研究開発に当たっての留意事項に
関する国際的に参照すべき原則の策定やその見直し等に関する国内外における継続的な議論の推進、その他
所要の措置を講ずる。 

＜工程表＞   

２. ［重点項目２］安全・安心なデータ流通と利活用のための環境の整備 

(１) 利用者志向のデータ流通基盤の構築 

 ○ ＡＩの普及及びネットワーク化に伴う社会的・倫理的課題に関する国内外の議論の推進 

   ＡＩの普及及びネットワーク化並びにその社会や人間への影響を踏まえ、ＡＩの研究開発に当たり留意すべき事項
（透明性、制御可能性等）に関し国際的に参照すべき原則の策定及びその継続的見直しその他関連する社会的・
倫理的課題に関し、国内外における継続的な議論の推進に向けて所要の措置を講ずる。 

【総務省、内閣府】   ＜平成28年度～平成30年度＞＜平成31年度～平成33年度＞ 

15 



【参考】日本再興戦略及び骨太の方針 （平成２８年６月２日改定・閣議決定）（抜粋） 

＜日本再興戦略 2016＞ 

第２ 具体的施策 

１．第４次産業革命の実現 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）第４次産業革命の鍵を握る人工知能技術の研究開発と社会実装を加速するための司令塔機能の確立と
規制・制度改革、企業や組織の垣根を越えたデータ利活用プロジェクト等の推進 

  ① 産学官を糾合した人工知能技術に係る司令塔機能「人工知能技術戦略会議」の設置と人工知能技術の
研究開発・社会実装の推進等 

  ・ （略）人工知能の普及及びネットワーク化並びにその社会や人間への影響を踏まえ、人工知能の開発に当たり
留意すべき事項（透明性、制御可能性等）について国際的に参照すべき原則の策定及びその継続的見直し 

   その他関連する社会的・倫理的課題に関し、国内外における継続的な議論を推進する。 

＜経済財政運営と改革の基本方針 2016 ～600兆円経済への道筋～（骨太の方針）＞  

第２章 成長と分配の好循環の実現 

２．成長戦略の加速等 

（１）生産性革命に向けた取組の加速 

 ③ 研究開発投資の促進 

  ・ （前略）人工知能の普及に伴う社会的・倫理的課題に関し国内外の議論を進める。（後略） 
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欧米の動向 
－開発原則に関連する議論を中心に－ 

資料２－１－２ 

〇 欧米におけるＡＩの社会的・経済的・倫理的・法的課題に関する検討の動向 

〇 ＡＩの開発の在り方に関する欧米の議論 

〇 米国ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」 

〇 「米国人工知能研究開発戦略」  

〇 Partnership on AI （いわゆる「五社連合」） 

〇 英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」 



欧米におけるＡＩの社会的・経済的・倫理的・法的課題に関する検討の動向 

米国 欧州 

政
府
機
関 

 ホワイトハウス 【2016年5月～】     
大学やＮＰＯ等とともに、4回のワークショップを共催し、ＡＩが社会

にもたらす便益とリスクに関し検討。意見募集を経て、10月に報告書

「人工知能の未来に備えて」を公表するとともに、「米国人工知能研
究開発戦略」を策定。 

 欧州議会 【2016年4月～】    
法務委員会が2016年4月にロボット・ＡＩの法的・倫理的問題に関し

公聴会を開催。5月には、ロボットの民事法的ルールに関し報告書の
草稿を公表。10月には、関連するワークショップを開催。 

 英国下院科学技術委「ロボティクスと人工知能」 【2016年10月】 
ロボット・ＡＩに関する社会的・倫理的・法的問題を検討した上で、ＡＩ

の開発・利用に関する原則の策定やＡＩを巡る規制に関する政府への
助言等を司る委員会をアラン・チューリング研究所の下に設置するよう
提言。 

企
業
、
大
学
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等 

 （Amazon、DeepMind/Google、Facebook、IBM、Microsoft）  
Partnership on AI  【2016年9月～】  
ＡＩ技術のベストプラクティスを研究して形成し、AIに関する公衆の

理解を向上させ、ＡＩ及びその社会的影響に関する議論と関与のため
のオープンなプラットフォームとするために設立。 

 （スタンフォード大学） One hundred year study of Artificial 
Intelligence （Stanford AI 100） 【2014年12月～】   

   ＡＩが法制度、経済、社会等にもたらす長期的影響を調査。 

  Future of Life Institute（FLI） 【Jaan Tallinn（Skype共同開発者、   

DeepMind共同出資者）等、2014年3月～】  
研究者、起業家等からなるボランティアベースの団体。頑健かつ

有益（Robust and Beneficial）なＡＩを実現するための研究等を実施。  

 Open AI    【Elon Musk（テスラモーターズCEO）等、2015年12月～】  
安全なＡＩを構築して、ＡＩの便益が可能な限り広範に等しく配分さ

れることを目指して設立された非営利団体。 

 We Robot   【Michael Froomkin（マイアミ大学教授）等、2012年
4月～2016年4月までに５回】  
事故時の責任、プライバシー、人種差別等、ロボットに関する法的

問題について議論。 

 （サンタナ大学（伊国）等）  RoboLaw：ロボット技術に対する
法と倫理」   【2012年3月～2014年5月】  
ロボット技術が現行の法的枠組みに適合し得るものであるのかを

広範に調査・考察し、ロボット技術の発展が今後の社会規範、人々の
価値観、社会的行動プロセスに与える影響を予測。 

 英国規格協会「ロボット及びロボットシステムの倫理的設計・
利用のためのガイド」   【2016年4月】  

   ロボットの開発者が遵守すべき倫理的基準を提示。 

 （オックスフォード大学哲学部） Future of Humanity Institute 
（FHI）  【2015年～】  
技術が人類の未来に与える影響に注目する視点から、ＡＩの制御可

能性や安全性等について学際的に研究。 

 （ケンブリッジ大学） 未来のインテリジェンスのためのレバー
ヒューム・センター（LCFI） 【2015年12月～】   

人類に利益をもたらすためのＡＩの在り方について、コンピュー
タ科学、認知学、哲学、社会学等多分野の研究を推進。 
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AIの開発の在り方に関する欧米の議論 

ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」 （2016年10月） 「結論」 
・実務家（practitioner）は、AI対応システム（AI-enabled systems）が以下のとおりであることを確保しなければならない。 
 ①統御可能（governable）であること ②オープンで、透明で、理解可能であること ③人々と効果的に機能し得ること 
 ④その操作は人間の価値及び願望と一致し続けるであろうこと 

ホワイトハウス「米国人工知能研究開発戦略」（2016年10月） ＊連邦政府の予算によるＡＩ研究の方針を策定 
（４）ＡＩシステムの安全性及びセキュリティを確保する  
 ＡＩシステムが広く利用されるようになる前に、当該ＡＩシステムが安全（safe）かつ堅牢（secure）で、制御され（controlled）、十分に
定義され、かつ十分に理解された方法で動作するものであることをあらかじめ確保しておくことが必要。  

Partnership on AI「信条」（Tenets）（2016年9月） ＊ステークホルダーの関与と対話を重視 
⑥ AIの便益を最大化し、AI技術の潜在的な課題に対処するため 
 ａ. 個人のプライバシーとセキュリティを保護、b. AIの発展により影響を受け得るすべての当事者の利益を理解し、尊重 
 c. AIの研究と技術のコミュニティが、AI技術の社会への潜在的影響について社会的責任を負い、敏感であり、直接関与 
 d. AIの研究と技術を頑健で、信頼し得て、信用に値するものとするとともに、堅牢な制約の範囲内とすることを確保 
 e. 国際条約や人権に反するAI技術の開発と利用に反対するとともに、危害を与えないセーフガードと技術を推進 
⑦AIシステムの動作は、その技術を説明するため、人々の理解と解釈が可能なものであることが重要である 

AI100 （One Hundred Year Study on Artificial Intelligence） 「2030年における人工知能と生活」（2016年9月） 
・将来への指針：現状のデジタル技術について成功の見込みのある規制を導く原則が出発点を提供する。適切な規制は、透明性、
説明責任、専門性の向上等の取組の好循環を強化する可能性がある。 

欧州議会法務委員会「ロボティックスを巡る民事法ルールに関する欧州委員会への提言に伴う報告書案」（2016年5月） 
・倫理原則：EUはロボット・AIの開発・設計・利用において尊重されるべき基本的な倫理原則を策定する上で不可欠な役割を果た
せる。倫理指針の枠組みは、恩恵、無害及び自律の原則並びに人間の尊厳等欧州基本権憲章に定められた原則に依拠すべき。 

英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」（2016年10月） 「結論と提言」 
４．我々の検討は、真剣な考慮を必要とする鍵となる倫理的論点（検証及び妥当性確認、意思決定の透明性、偏見の最小化、アカ
ウンタビリティの向上、プライバシー及び安全）を照らし出した。実効的なガバナンスが継続的に評価され実行されるよう、これらの
論点について継続的に注視することが必要。 

５．ＡＩの発展に関する社会的、倫理的及び法的含意について検討するため、アラン・チューリング研究所にＡＩに関する常設の委員
会を設置するよう提言。委員会は、ＡＩ技術の開発及び利用を統治するための原則の策定等に注力すべき。 ２ 



ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」について（1/4） 
○ ホワイトハウスは、10月12日、国家科学技術会議（NSＴC）及び科学技術政策局（OSTP）が中心となってまと

めた報告書「Preparing for the Future of Artificial Intelligence」（人工知能の未来に備えて）を公表。 

○ 同報告書は、AIとは何かから、規制制度、研究開発、経済・雇用、公正性・安全性、安全保障まで幅広い項目

に言及し、各項目に対応して、連邦政府機関等に対する23の提言（Recommendation）をまとめている。 

報告書の主な章 概要 

Introduction AI開発史の概略、AIとは何か、AIの現状として機械学習やディープラーニング等を紹介 

Public Outreach and Development of this Report NSTC等がどのような会合及び手順を経て報告書をまとめたかを説明 

Applications of AI for Public Good AIが社会の広範囲に便益をもたらしつつあるとして、医療、交通等への導入事例・効果を紹介 

       提言 1：民間及び公的機関に、社会に便益をもたらす方法で如何にAI及び機械学習をしっかりと活用できるかの検討を推奨。先進技術やデータサイエンスと一般的に業
務において関与していない社会正義及び公共政策に関する機関には、AI研究者等との連携検討を求める。 

       提言 2：政府機関に、AIに対応したオープンデータに係る取組（政府による多数のデータセットの公表等）に優先順位を置くことを求める。 

AI in the Federal Government 政府でのAI活用の事例として国防高等研究計画局（DARPA）の新兵能力開発への活用を紹介 

       提言 3：連邦政府に、AIを業務に利用するため、重要な機関の能力向上策の調査を推奨。高リスク・高報酬なAI研究・利用を支援する機関の創設可能性の検討を求める。 

       提言 4：NSTC機械学習及び人工知能（MLAI）小委員会に、実務家のための実践コミュニティを政府横断で展開することを求める。 

AI and Regulation 規制には、AI搭載機器によるリスク増減両面の評価が必要。また、規制担当部門に専門家が必要 

       提言 5：政府機関に、AI対応製品（AI-enabled products）に対する規制政策策定時に、上級レベルでの技術的専門知識の活用を推奨。必要な技術知識を持つ人材の
補充等も求める。 

       提言 6：政府機関に、技術の現状に関するより多様な視点をもって連邦の政府職員を育成するため、人員の割り当て等を求める。 

報告書の主な章及び概要、提言の概要 
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ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」について（2/4） 
報告書の主な章（つづき） 概要 

    Case Study: Autonomous Vehicles and Aircraft 自動運転車両及びドローンへの、運輸省（DOT）による適切な規制の適用の取組を紹介 

       提言 7：DOTに、安全、研究その他の目的でデータ共有を増加させる方法で、産業界及び研究者との協働を求める。 

       提言 8：米国政府に、自動操縦機とパイロットが操縦する航空機に適応可能な、先進的かつ自動的な航空交通制御システムの開発・実装への投資を求める。 

       提言 9：DOTに、完全自動運転車両とドローンの交通システムへの安全な統合を可能とする、発展した規制枠組みの継続検討を求める。 

Research and Workforce 連邦政府機関によるＡＩの進展の注視、研究開発の支援及びAIに適合した労働力養成に言及 

    Monitoring Progress in AI AIの進展を注視するに当たり、汎用AIの到来といったマイルストーンを識別するための視点を説明 

       提言10：NSTC MLAI小委員会に、AIの開発を注視し、AIの現状、特にマイルストーン（画期的出来事）について、上級の政府指導者への定期的な報告を求める。 

       提言11：政府に、他の諸国におけるAIの状況、特にマイルストーンについて注視することを求める。 

       提言12：産業界に、産業界におけるAIの一般的進展状況について政府が最新情報を持つ状態を維持するため、政府との協働を求める。 

    Federal Support for AI Research 政府のAI研究開発投資の伸びは鈍い（約12億＄（2016））。民間では長期の基礎研究は困難 

       提言13：連邦政府に、基礎的かつ長期間のAI研究に優先順位を置くことを求める。 

    Workforce Development and Diversity 大学等におけるAIに対応した教育の必要性、AIに対応した労働力の多様性の確保に言及 

       提言14：NSTC MLAI小委員会及びネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）小委員会に、AIに対応した人材が供給される制度の検討着手を求める。 

AI, Automation, and the Economy AIによる自動化がGDP成長率にプラスとなる一方、低～中スキルの職が失われる可能性を説明 

       提言15：大統領府に、米国労働市場における自動化の効果を更に調査するため、2016年末までに後続レポートを発行し、推奨される政策対応の概説を求める。 
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ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」について（3/4） 
報告書の主な章（つづき） 概要 

Fairness, Safety, and Governance AIの決定について、いかに正義、公正性、アカウンタビリティを確保するか懸念の声があることを紹介 

    Justice, Fairness, and Accountability 犯罪予測ツールに偏見が介在するとの意見を基に、正義、公正性、アカウンタビリティの確保に言及 

    Safety and Control AIの展開には安全性・制御可能性が必要との意見、それらの確保に向けた検討・取組を紹介 

       提言16：個人に関する重大な決定を行う又はサポートを提供するAIベースのシステムを利用する連邦政府機関に、証拠に基づいた検証及び妥当性確認によって、シス
テムの有効性・公正性を確保するため特段の注意を求める。 

       提言17：個人に関する重要な決定を行うAIベースのシステムの利用支援として州及び地方政府に資金を交付する連邦政府機関に、連邦補助金で購入されるAIベース
の製品やサービスが、十分に透明な方法で結果を生成するものであり、有効性と公平性に係る証拠により裏付けられるものであることを確保するため、補助金の
条件の再検討を求める。 

       提言18：大学等に、AI等に関するカリキュラムの必須の部分として、倫理、セキュリティ、プライバシー及び安全性に関するトピックを含めることを推奨。 

       提言19：AI専門家、安全に関する専門家及びそれらの専門家ソサエティに、AI安全工学の分野の成熟に向けた進展を継続するため、協働することを求める。 

Global Considerations and Security AI研究開発に関する国際協力、サイバーセキュリティ、国防上の問題について説明 

    International Cooperation AIがもたらす課題について、日本を含むバイやマルチ、G7、OECD等で扱ってきたことを説明 

       提言20：米国政府に、AIに関する国際的な関与についての政府規模の戦略策定、国際的な関与及び注視が必要なAI関連分野のリスト作成を求める。 

       提言21：米国政府に、情報交換及びAI研究開発協力を容易にするため、外国政府、国際機関、産業界、学界その他の重要な国際的ステークホルダーとの関与の深化
を求める。 

    AI and Cybersecurity AIが攻撃・防御双方により大きな役割を果たし得ること、AI自体の堅牢性確保の必要性を説明 

       提言22：政府機関の計画及び戦略に、サイバーセキュリティに関するAIの影響及びAIに関するサイバーセキュリティの影響についての十分な説明を求める。 

    AI in Weapon Systems 自律兵器システムに関する国際的な議論の推移、広範な防衛分野にAIが役立つことを説明 

       提言23：米国政府に、国際人道法と一致する、自律型・半自律型兵器に関する政府全体の政策策定の完遂を求める。 

Conclusion まとめとして、政府が果たすべき役割、実務家等が確保すべき事項等について説明 ５ 



ホワイトハウス報告書「人工知能の未来に備えて」について（4/4） 
報告書の主な章（つづき） 概要 

Conclusion 

報告書「人工知能の未来に備えて」のまとめとして、主に以下の点を述べる。 
 
1. 政府が果たすべき役割 
 ・重要な問題について対話の場を設け、公の討論のためのアジェンダ設定を助けること 
 ・利用の安全性及び公正性を注視し、規制枠組みを一般の人々を守りながらイノベーションを促進

するものに適合させること 
 ・熟練した多様な労働力の開発に加えて、基礎研究及びAIの公益への利用を支援すること 
 ・より早く、より効果的にそしてより低いコストで公衆に仕えるため、AIそれ自体を利用すること 
 ・公共政策の多くの分野が、AIの継続的進展により勢いづけられる新しい機会及び新しい挑戦に

気付くだろう。政府は、これらの変化を理解し適応するため、その能力を涵養し続けなければなら
ない。 

 
2. 実務家等が確保すべき事項 
 ・実務家は、AI対応システム（AI-enabled systems）が以下のとおりであることを確保しなければなら

ない。 
  ①管理可能（governable）であること 
  ②オープンで、透明で、理解可能であること 
  ③人々と効果的に機能し得ること 
  ④その操作は人間の価値及び願望と一致し続けるであろうこと 
  研究者と実務家はこれらの課題に払う注意を増加させてきており、それらに焦点を合わせ続ける

べきである。 

６ 



提
言

 1
：

民
間

及
び

公
的

機
関

に
、

社
会

に
便

益
を

も
た

ら
す

方
法

で
如

何
に

A
I及

び
1
 . 研

究
開

発
の

原
則

・
指

針
の

策
定

機
械

学
習

を
し

っ
か

り
と

活
用

で
き

る
か

の
検

討
を

推
奨

。
先

進
技

術
や

　
(1

) 基
本

的
な

考
え

方
デ

ー
タ

サ
イ

エ
ン

ス
と

一
般

的
に

業
務

に
お

い
て

関
与

し
て

い
な

い
社

会
正

義
　

(2
) 開

発
原

則
の

内
容

及
び

公
共

政
策

に
関

す
る

機
関

に
は

、
A

I研
究

者
等

と
の

連
携

検
討

を
求

め
　

(3
) 指

針
（
「
Ａ

Ｉ開
発

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（
仮

称
）
）
の

策
定

に
向

け
た

検
討

る
。

2
 . A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
の

進
展

に
向

け
た

協
調

の
円

滑
化

提
言

 2
：

政
府

機
関

に
、

A
Iに

対
応

し
た

オ
ー

プ
ン

デ
ー

タ
に

係
る

取
組

（
政

府
に

よ
る

　
(1

) A
Iネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

相
互

接
続

性
・
相

互
運

用
性

の
確

保
多

数
の

デ
ー

タ
セ

ッ
ト
の

公
表

等
）
に

優
先

順
位

を
置

く
こ

と
を

求
め

る
。

　
(2

) Ａ
Ｉネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

化
の

円
滑

な
進

展
の

た
め

に
必

要
と

な
る

Ａ
Ｉネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

提
言

 3
：

連
邦

政
府

に
、

A
Iを

業
務

に
利

用
す

る
た

め
、

重
要

な
機

関
の

能
力

向
上

策
　

　
シ

ス
テ

ム
の

オ
ー

プ
ン

化
の

在
り

方
の

検
討

の
調

査
を

推
奨

。
高

リ
ス

ク
・
高

報
酬

な
A

I研
究

・
利

用
を

支
援

す
る

機
関

の
3
 . 競

争
的

な
エ

コ
シ

ス
テ

ム
の

確
保

創
設

可
能

性
の

検
討

を
求

め
る

。
　

(1
) 関

係
す

る
市

場
の

動
向

の
継

続
的

注
視

提
言

 4
：

国
家

科
学

技
術

会
議

（
N

S
T

C
）
機

械
学

習
及

び
人

工
知

能
（
M

L
A

I）
小

委
員

　
(2

) A
I相

互
間

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
形

成
に

関
す

る
当

事
者

間
の

協
議

の
円

滑
化

会
に

、
実

務
家

の
た

め
の

実
践

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

を
政

府
横

断
で

展
開

す
る

こ
と

を
4
 . 経

済
発

展
・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
促

進
に

向
け

た
課

題
求

め
る

。
　

(1
) A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
に

よ
る

飛
躍

的
か

つ
持

続
可

能
な

経
済

発
展

を
実

現
す

る
提

言
 5

：
政

府
機

関
に

、
A

I対
応

製
品

（
A

I-
en

ab
led

 p
ro

d
u
cts）

に
対

す
る

規
制

政
策

　
　

た
め

の
取

組
の

在
り

方
の

検
討

策
定

時
に

、
上

級
レ

ベ
ル

で
の

技
術

的
専

門
知

識
の

活
用

を
推

奨
。

必
要

な
　

(2
) A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
研

究
開

発
及

び
利

活
用

に
関

す
る

イ
ノ

ベ
ー

技
術

知
識

を
持

つ
人

材
の

補
充

等
も

求
め

る
。

　
　

シ
ョ
ン

の
促

進
提

言
 6

：
政

府
機

関
に

、
技

術
の

現
状

に
関

す
る

よ
り

多
様

な
視

点
を

も
っ

て
連

邦
の

政
5
 . A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
の

進
展

に
伴

う
影

響
の

評
価

指
標

及
び

豊
か

さ
や

幸
せ

府
職

員
を

育
成

す
る

た
め

、
人

員
の

割
り

当
て

等
を

求
め

る
。

　
に

関
す

る
評

価
指

標
の

設
定

提
言

 7
：

運
輸

省
（
D

O
T

）
に

、
安

全
、

研
究

そ
の

他
の

目
的

で
デ

ー
タ

共
有

を
増

加
さ

　
(1

) A
Iネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

化
の

進
展

が
社

会
に

も
た

ら
す

影
響

に
関

す
る

評
価

指
標

せ
る

方
法

で
、

産
業

界
及

び
研

究
者

と
の

協
働

を
求

め
る

。
　

　
の

設
定

提
言

 8
：

米
国

政
府

に
、

自
動

操
縦

機
と

パ
イ

ロ
ッ

ト
が

操
縦

す
る

航
空

機
に

適
応

可
能

　
(2

) 豊
か

さ
や

幸
せ

に
関

す
る

評
価

指
標

の
設

定
な

、
先

進
的

か
つ

自
動

的
な

航
空

交
通

制
御

シ
ス

テ
ム

の
開

発
・
実

装
へ

の
　

(3
) 指

標
に

関
す

る
政

府
の

取
組

の
在

り
方

の
検

討
投

資
を

求
め

る
。

6
 . 利

用
者

の
保

護
提

言
 9

：
D

O
T

に
、

完
全

自
動

運
転

車
両

と
ド

ロ
ー

ン
の

交
通

シ
ス

テ
ム

へ
の

安
全

な

統
合

を
可

能
と

す
る

、
発

展
し

た
規

制
枠

組
み

の
継

続
検

討
を

求
め

る
。

提
言

1
0
：

N
S
T

C
 M

L
A

I小
委

員
会

に
、

A
Iの

開
発

を
注

視
し

、
A

Iの
現

状
、

特
に

マ
イ

7
 . A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
ル

ス
ト
ー

ン
（
画

期
的

出
来

事
）
に

つ
い

て
、

上
級

の
政

府
指

導
者

へ
の

定
期

的
な

報
告

を
求

め
る

。

提
言

1
1
：

政
府

に
、

他
の

諸
国

に
お

け
る

A
Iの

状
況

、
特

に
マ

イ
ル

ス
ト
ー

ン
に

つ
い

て
8
 . プ

ラ
イ

バ
シ

ー
及

び
パ

ー
ソ

ナ
ル

デ
ー

タ
に

関
す

る
制

度
的

課
題

注
視

す
る

こ
と

を
求

め
る

。

提
言

1
2
：

産
業

界
に

、
産

業
界

に
お

け
る

A
Iの

一
般

的
進

展
状

況
に

つ
い

て
政

府
が

最
新

情
報

を
持

つ
状

態
を

維
持

す
る

た
め

、
政

府
と

の
協

働
を

求
め

る
。

9
 . コ

ン
テ

ン
ツ

に
関

す
る

制
度

的
課

題
提

言
1
3
：

連
邦

政
府

に
、

基
礎

的
か

つ
長

期
間

の
A

I研
究

に
優

先
順

位
を

置
く

こ
と

を
求

め
る

。

提
言

1
4
：

N
S
T

C
 M

L
A

I小
委

員
会

及
び

ネ
ッ

ト
ワ

ー
キ

ン
グ

・
情

報
技

術
研

究
開

発
1
0
. 社

会
の

基
本

ル
ー

ル
に

関
す

る
検

討
（
N

IT
R
D

）
小

委
員

会
に

、
A

Iに
対

応
し

た
人

材
が

供
給

さ
れ

る
制

度
の

検
討

着
手

を
求

め
る

。

提
言

1
5
：

大
統

領
府

に
、

米
国

労
働

市
場

に
お

け
る

自
動

化
の

効
果

を
更

に
調

査
1
1
. リ

ス
ク

に
関

す
る

シ
ナ

リ
オ

の
作

成
・
共

有
す

る
た

め
、

2
0
1
6
年

末
ま

で
に

後
続

レ
ポ

ー
ト
を

発
行

し
、

推
奨

さ
れ

る

政
策

対
応

の
概

説
を

求
め

る
。

提
言

1
6
：

個
人

に
関

す
る

重
大

な
決

定
を

行
う

又
は

サ
ポ

ー
ト
を

提
供

す
る

A
Iベ

ー
ス

1
2
. 情

報
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

高
度

化
の

加
速

の
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

連
邦

政
府

機
関

に
、

証
拠

に
基

づ
い

た
検

証
及

び

妥
当

性
確

認
に

よ
っ

て
、

シ
ス

テ
ム

の
有

効
性

・
公

正
性

を
確

保
す

る
た

め

特
段

の
注

意
を

求
め

る
。

1
3
. A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

・
デ

ィ
バ

イ
ド

形
成

の
防

止
提

言
1
7
：

個
人

に
関

す
る

重
要

な
決

定
を

行
う

A
Iベ

ー
ス

の
シ

ス
テ

ム
の

利
用

支
援

と
し

て
州

及
び

地
方

政
府

に
資

金
を

交
付

す
る

連
邦

政
府

機
関

に
、

連
邦

補
助

金
で

購
入

さ
れ

る
A

Iベ
ー

ス
の

製
品

や
サ

ー
ビ

ス
が

、
十

分
に

透
明

1
4
. 人

間
の

在
り

方
に

関
す

る
検

討
な

方
法

で
結

果
を

生
成

す
る

も
の

で
あ

り
、

有
効

性
と

公
平

性
に

係
る

証
拠

に
よ

り
裏

付
け

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
、

補
助

金
の

条
件

の
再

検
討

を
求

め
る

。
1
5
. A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

リ
テ

ラ
シ

ー
の

涵
養

提
言

1
8
：

大
学

等
に

、
A

I等
に

関
す

る
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

必
須

の
部

分
と

し
て

、
倫

理
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
及

び
安

全
性

に
関

す
る

ト
ピ

ッ
ク

を
含

め
る

こ
と

を
推

奨
。

1
6
. A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
に

対
応

し
た

人
材

育
成

提
言

1
9
：

A
I専

門
家

、
安

全
に

関
す

る
専

門
家

及
び

そ
れ

ら
の

専
門

家
ソ

サ
エ

テ
ィ

に
、

A
I安

全
工

学
の

分
野

の
成

熟
に

向
け

た
進

展
を

継
続

す
る

た
め

、

協
働

す
る

こ
と

を
求

め
る

。
1
7
. A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
に

対
応

し
た

就
労

環
境

の
整

備
提

言
2
0
：

米
国

政
府

に
、

A
Iに

関
す

る
国

際
的

な
関

与
※

に
つ

い
て

の
政

府
規

模
の

戦
略

策
定

、
国

際
的

な
関

与
及

び
注

視
が

必
要

な
A

I関
連

分
野

の
リ

ス
ト

作
成

を
求

め
る

。
　

　
※

防
災

及
び

災
害

対
応

、
気

候
変

動
、

デ
ジ

タ
ル

デ
ィ

バ
イ

ド
等

1
8
. セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
の

整
備

の
地

球
規

模
問

題
へ

の
関

与

提
言

2
1
：

米
国

政
府

に
、

情
報

交
換

及
び

A
I研

究
開

発
協

力
を

容
易

に
す

る
た

め
、

外
国

政
府

、
国

際
機

関
、

産
業

界
、

学
界

そ
の

他
の

重
要

な
国

際
的

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

と
の

関
与

の
深

化
を

求
め

る
。

1
9
. 地

球
規

模
課

題
の

解
決

を
通

じ
た

人
類

の
幸

福
へ

の
貢

献
提

言
2
2
：

政
府

機
関

の
計

画
及

び
戦

略
に

、
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
A

I

の
影

響
及

び
A

Iに
関

す
る

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
影

響
に

つ
い

て
の

十
分

な
説

明
を

求
め

る
。

2
0
. A

Iネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
在

り
方

提
言

2
3
：

米
国

政
府

に
、

国
際

人
道

法
と

一
致

す
る

、
自

律
型

・
半

自
律

型
兵

器

に
関

す
る

政
府

全
体

の
政

策
策

定
の

完
遂

を
求

め
る

。
C

o
n
c
lu

sio
n

1
. 政

府
が

果
た

す
べ

き
役

割
：
利

用
の

安
全

性
及
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ホワイトハウス報告書の提言（23項目）及びConclusion （一部は概要） 報告書2016「今後の課題」（20項目）のうち関連するもの 

提言 1：民間及び公的機関に、社会に便益をもたらす方法で如何にAI及び機械学習
をしっかりと活用できるかの検討を推奨。先進技術やデータサイエンスと一般
的に業務において関与していない社会正義及び公共政策に関する機関に
は、AI研究者等との連携検討を求める。 

4. 経済発展・イノベーションの促進に向けた課題 
 (1) AIネットワーク化による飛躍的かつ持続可能な経済発展を実現するための取組

の在り方の検討 
 (2) AIネットワークシステムの研究開発及び利活用に関するイノベーションの促進 

提言 2：政府機関に、AIに対応したオープンデータに係る取組（政府による多数の
データセットの公表等）に優先順位を置くことを求める。 

9. コンテンツに関する制度的課題 
  ・機械学習に適したオープンデータの提供の在り方の検討 

提言 3：連邦政府に、AIを業務に利用するため、重要な機関の能力向上策の調査を
推奨。高リスク・高報酬なAI研究・利用を支援する機関の創設可能性の検討
を求める。 

15. AIネットワークシステムに関するリテラシーの涵養 
16. AIネットワーク化に対応した人材育成 

提言 4：国家科学技術会議（NSTC）機械学習及び人工知能（MLAI）小委員会に、実
務家のための実践コミュニティを政府横断で展開することを求める。 

15. AIネットワークシステムに関するリテラシーの涵養 
16. AIネットワーク化に対応した人材育成 

提言 5：政府機関に、AI対応製品（AI-enabled products）に対する規制政策策定時に、
上級レベルでの技術的専門知識の活用を推奨。必要な技術知識を持つ人
材の補充等も求める。 

16. AIネットワーク化に対応した人材育成 
  ・AIネットワークシステムに関する法的・倫理的・社会的問題に対処し得る人材の

育成の在り方の検討 

提言 6：政府機関に、技術の現状に関するより多様な視点をもって連邦の政府職員を
育成するため、人員の割り当て等を求める。 

－ 
（政府全体の人員等、リソースに関することであるため） 

提言 7：運輸省（DOT）に、安全、研究その他の目的でデータ共有を増加させる方法
で、産業界及び研究者との協働を求める。 

－ 
（個別分野（運輸）に関することであるため） 

提言 8：米国政府に、自動操縦機とパイロットが操縦する航空機に適応可能な、先進
的かつ自動的な航空交通制御システムの開発・実装への投資を求める。 

－ 
（個別分野（運輸）に関することであるため） 

提言 9：DOTに、完全自動運転車両とドローンの交通システムへの安全な統合を可
能とする、発展した規制枠組みの継続検討を求める。 

－ 
（個別分野（運輸）に関することであるため） 

提言10：NSTC MLAI小委員会に、AIの開発を注視し、AIの現状、特にマイルストーン
（画期的出来事）について、上級の政府指導者への定期的な報告を求める。 

3. 競争的なエコシステムの確保 
 (1) 関係する市場の動向の継続的注視 

提言11：政府に、他の諸国におけるAIの状況、特にマイルストーンについて注視する
ことを求める。 

※AIネットワーク化検討会議の設置の前提として、そもそもAIに関する海外動向の注
視が含まれていたものである。 

提言12：産業界に、産業界におけるAIの一般的進展状況について政府が最新情報
を持つ状態を維持するため、政府との協働を求める。 

－ 
（政府全体としての産業界に対する要請であるため） 

８ 

ホワイトハウス報告書の提言等と報告書2016「今後の課題」との比較（1/3） 



ホワイトハウス報告書の提言（23項目）及びConclusion （一部は概要） 報告書2016「今後の課題」（20項目）のうち関連するもの 

提言13：連邦政府に、基礎的かつ長期間のAI研究に優先順位を置くことを求める。 － 
（政府全体のAI研究開発に係る方針であるため） 

提言14：NSTC MLAI小委員会及びネットワーキング・情報技術研究開発（NITRD）小
委員会に、AIに対応した人材が供給される制度の検討着手を求める。 

－ 
（政府全体の人員等、リソースに関することであるため） 

提言15：大統領府に、米国労働市場における自動化の効果を更に調査するため、
2016年末までに後続レポートを発行し、推奨される政策対応の概説を求める。 

17.AIネットワーク化に対応した就労環境の整備 

提言16：個人に関する重大な決定を行う又はサポートを提供するAIベースのシステム
を利用する連邦政府機関に、証拠に基づいた検証及び妥当性確認によって、
システムの有効性・公正性を確保するため特段の注意を求める。 

1. 研究開発の原則・指針の策定 
 (2) 開発原則の内容 
  ①透明性の原則 
  ⑦倫理の原則 
  ⑧アカウンタビリティの原則 

提言17：個人に関する重要な決定を行うAIベースのシステムの利用支援として州及び
地方政府に資金を交付する連邦政府機関に、連邦補助金で購入されるAI
ベースの製品やサービスが、十分に透明な方法で結果を生成するものであり、
有効性と公平性に係る証拠により裏付けられるものであることを確保するため、
補助金の条件の再検討を求める。 

1. 研究開発の原則・指針の策定 
 (2) 開発原則の内容 
  ①透明性の原則 
  ⑦倫理の原則 
  ⑧アカウンタビリティの原則 

提言18：大学等に、AI等に関するカリキュラムの必須の部分として、倫理、セキュリティ、
プライバシー及び安全性に関するトピックを含めることを推奨。 

7. AIネットワークシステムに関するセキュリティの確保 
8. プライバシー及びパーソナルデータに関する制度的課題 
14. 人間の在り方に関する検討 
  ・AIネットワーク化を見据えた教育内容及び方法の改革の在り方の検討 
15. AIネットワークシステムに関するリテラシーの涵養 
16. AIネットワーク化に対応した人材育成 

提言19：AI専門家、安全に関する専門家及びそれらの専門家ソサエティに、AI安全
工学の分野の成熟に向けた進展を継続するため、協働することを求める。 

1. 研究開発の原則・指針の策定 
 (2) 開発原則の内容 
  ③制御可能性の原則 
  ⑤安全保護の原則 
7. AIネットワークシステムに関するセキュリティの確保 

提言20：米国政府に、AIに関する国際的な関与※についての政府規模の戦略策定、
国際的な関与及び注視が必要なAI関連分野のリスト作成を求める。 

     ※防災及び災害対応、気候変動、デジタルディバイド等の地球規模問題への関与 

19. 地球規模課題の解決を通じた人類の幸福への貢献 
13. AIネットワーク・ディバイド形成の防止 

９ 

ホワイトハウス報告書の提言等と報告書2016「今後の課題」との比較（2/3） 



ホワイトハウス報告書の提言等と報告書2016「今後の課題」との比較（3/3） 

ホワイトハウス報告書の提言（23項目）及びConclusion （一部は概要） 報告書2016「今後の課題」（20項目）のうち関連するもの 

提言21：米国政府に、情報交換及びAI研究開発協力を容易にするため、外国政府、
国際機関、産業界、学界その他の重要な国際的ステークホルダーとの関与
の深化を求める。 

20.AIネットワークシステムのガバナンスの在り方 
  ・AIネットワークシステムに関する国際的なルール形成過程への参画の機会と透

明性の確保の在り方の検討 

提言22：政府機関の計画及び戦略に、サイバーセキュリティに関するAIの影響及びAI
に関するサイバーセキュリティの影響についての十分な説明を求める。 

7. AIネットワークシステムに関するセキュリティの確保 

提言23：米国政府に、国際人道法と一致する、自律型・半自律型兵器に関する政府
全体の政策策定の完遂を求める。 

－ 
（個別分野（国防）に関することであるため） 

Conclusion： 
1. 政府が果たすべき役割 
 ・重要な問題について対話の場を設け、公の討論のためのアジェンダ設定を助ける

こと 
 ・利用の安全性及び公正性を注視し、規制枠組みを一般の人々を守りながらイノ

ベーションを促進するものに適合させること 
 ・熟練した多様な労働力の開発に加えて、基礎研究及びAIの公益への利用を支援

すること 
 ・より早く、より効果的にそしてより低いコストで公衆に仕えるため、AIそれ自体を利

用すること 
 ・公共政策の多くの分野が、AIの継続的進展により勢いづけられる新しい機会及び

新しい挑戦に気付くだろう。政府は、これらの変化を理解し適応するため、その能
力を涵養し続けなければならない。 

2. 実務家等が確保すべき事項 
 ・実務家は、AI対応システム（AI-enabled systems）が以下のとおりであることを確保

しなければならない。 
  ①管理可能（governable）であること 
  ②オープンで、透明で、理解可能であること 
  ③人々と効果的に機能し得ること 
  ④その操作は人間の価値及び願望と一致し続けるであろうこと 
  研究者と実務家はこれらの課題に払う注意を増加させてきており、それらに焦点を

合わせ続けるべきである。 

1. 研究開発の原則・指針の策定 
 (2) 開発原則の内容 
  ①透明性の原則 
  ②利用者支援の原則 
  ③制御可能性の原則 
  ⑤安全保護の原則 
  ⑦倫理の原則 
  ⑧アカウンタビリティの原則 
6. 利用者の保護 
10. 社会の基本ルールに関する検討 
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ホワイトハウス報告書の提言16～19等と「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（１／２） 

AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
 

○ ホワイトハウス報告書では、AIの決定又はAI自体が具備すべき正義、公正性、アカウンタビリティ、安全性及び制御可能性等
に関し、「Fairness, Safety, and Governance」の章において論じた上で、提言16から提言19までを掲げている。 

   また、同章及び「Conclusion」の章においては、これらに関係する重要な記載が見受けられるところ。 

○ 提言16～19及びこれらの記載とＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」の「AI開発原則」の８項目を比較すると、次のとおり。 

   ホワイトハウス報告書「Preparing for the Future of Artificial Intelligence」提言16～19 
   及び「Fairness, Safety, and Governance]の章の記載  （一部は概要）  

提言16：個人に関する重大な決定を行う又はサポートを提供するAIベースのシステムを利用する連邦
政府機関に、証拠に基づいた検証及び妥当性確認によって、システムの有効性・公正性を
確保するため特段の注意を求める。 

提言17：個人に関する重要な決定を行うAIベースのシステムの利用支援として州及び地方政府に資
金を交付する連邦政府機関に、連邦補助金で購入されるAIベースの製品やサービスが十分
に透明な方法で結果を生成するものであり、有効性と公平性に係る証拠により裏付けられる
ものであることを確保するため、補助金の条件の再検討を求める。 

提言18：大学等に、AI等に関するカリキュラムの必須の部分として、倫理、セキュリティ、プライバシー
及び安全性に関するトピックを含めることを推奨。 

提言19：AI専門家、安全に関する専門家及びそれらの専門家ソサエティに、AI安全工学の分野の成
熟に向けた進展を継続するため、協働することを求める。 

「Fairness, Safety, and Governance」の章の記載① 
公正性及び安全性の課題どちらの場合でも、実務家は、①意図的な差別又は失敗を避け、②意図し
ない結果を回避し、③意図しない失敗はほとんど無いという正当化された確信をステークホルダーに
与えるために必要な証拠の形成に努めるものとする。 

「Fairness, Safety, and Governance」の章の記載② 
・技術が説明責任を確保する助けとなる 
実務家は、AIシステムをより正しく、公正に、十分な説明が可能となるように努めるほど、しばしば、技
術がアカウンタビリティの妨げとなるよりむしろその助けとなる機会が存在する。機械学習結果の解釈
可能性を改善するための研究は、その一例である。人々が決定を理解する助けとなる説明可能なモ
デルを持つことは、人々にその背後にある前提条件及びプロセスを調べる力を与える。 
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AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
 

   ホワイトハウス報告書「Preparing for the Future of Artificial Intelligence」の 
   「Fairness, Safety, and Governance]の章及び「Conclusion」の章の記載  （一部は概要） 

「Fairness, Safety, and Governance」の章の記載③ 
・安全性と制御可能性の懸念がAIの展開の妨げとなる 
（ワークショップにおける、現実世界でのAIの安全性及び制御可能性に関するAI専門家の懸念を踏ま
えると、以下のとおりである。） 
現実世界でのAIの展開を制限する主な要因の１つは安全性と制御の懸念である。もし実務家が、シ
ステムは安全で制御可能であり、システムの展開は深刻で否定的な結果の受け入れがたいリスクを生
み出さないとの正当化された確信に至ることができなければ、その時システムは展開されないしされる
べきではない。 

「Fairness, Safety, and Governance」の章の記載④ 
・「開かれた世界」に安全に移行するシステムを作る必要性 
安全性と制御における主な課題は、研究室の「閉鎖された世界」から外側の予期しない出来事が起こ
り得る「開かれた世界」に安全に移行するシステムを作ることである。開かれた世界では、システムはそ
れが設計・製造された時には予期していなかった対象や状況に遭遇する可能性がある。不測の事態
に適切に適応することは、まだ困難であるが、安全な操作のために必要である。 

[Conclusion]章の記載 
・実務家等が確保すべき事項 
実務家は、AI対応システム（AI-enabled systems）が以下のとおりであることを確保しなければならない。 
①管理可能（governable）であること 
②オープンで、透明で、理解可能であること 
③人々と効果的に機能し得ること 
④その操作は人間の価値及び願望と一致し続けるであろうこと 
研究者と実務家はこれらの課題に払う注意を増加させてきており、それらに焦点を合わせ続けるべき
である。 
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ホワイトハウス報告書の提言16～19等と「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（２／２） 



 「米国人工知能研究開発戦略」（2016年10月） （１／２） 

○ ホワイトハウス（国家科学技術会議 ネットワーキング・情報技術研究開発小委員会）は、2016年  
 10月13日付けで、「米国人工知能研究開発戦略」として、連邦政府の予算によるＡＩ研究（連邦政府 
 のＡＩ研究のみならず、連邦政府の助成を受けた大学等のＡＩ研究も含む。）の方針を策定。 
○ 同戦略は、連邦政府の予算によるＡＩ研究の究極の目標として、社会に便益をもたらす新たなＡＩ 
 に関する知識及び技術を生み出しつつ、ネガティブな影響を最小化することを提示。 
○ 同戦略は、この目標を実現するために優先的に取り組むべき事項を次のように設定。 
  
研究開発戦略の概要 
 
（１）ＡＩ研究に長期的投資を行う 
 新たな発見・洞察を駆り立て、米国がＡＩ分野の世界のリーダーであり続けるための次世代のＡＩへの
投資を優先。 
  
（２）人間とＡＩの協働に向けて効果的な方法を開発する 
 大部分のＡＩシステムは、人間に取って代わるものではなく、最適なパフォーマンスを達成するために
人間と協働することが見込まれることから、人間とＡＩシステムとの効果的なインタラクションを創出する
ための研究が必要。 
  
（３）ＡＩの倫理的、法的及び社会的含意を理解し、それらに対処する 
 ＡＩ技術は人間が拘束される公式及び非公式の規範に従って行動することが期待されるため、ＡＩの
倫理的、法的及び社会的含意を理解し、倫理的、法的及び社会的目標に合致するＡＩシステムを設計
する方法を開発するための研究が必要。 
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（４）ＡＩシステムの安全性及びセキュリティを確保する 
 ＡＩシステムが広く利用されるようになる前に、当該ＡＩシステムが安全（safe）かつ堅牢（secure）で、
制御され（controlled）、十分に定義され、かつ十分に理解された方法で動作するものであることを 
あらかじめ確保しておくことが必要。  
 信頼し得る（reliable）ＡＩシステムを創り出す上での課題に対処するための研究の更なる発展が必要。 
  
（５）共有される公共的なデータセット及びＡＩの訓練・試験のための環境を開発する 
 訓練用のデータベース及び資源の奥深さ、質、正確さは、ＡＩのパフォーマンスに大きく影響。 
 質の高いデータベース及び環境を開発し、質の高いデータベース及び訓練・試験用の資源への責
任あるアクセスを可能にするための研究が必要。 
  
（６）基準及びベンチマークを通じてＡＩ技術を計測し評価する 
 ＡＩの発展のためには、ＡＩの進展を方向付けて評価するための基準、ベンチマーク、テストベッド及
び共同体の関与が不可欠。 
 幅広い評価手法を開発するための研究も必要。 
  
（７）国家のＡＩ研究開発人材のニーズをより良く理解する 
 ＡＩの発展には、ＡＩ研究者の強力な共同体が必要。 
 本戦略で示された戦略的な研究開発領域に取り組むために十分なＡＩ専門家が確保されるように促
すために、ＡＩ分野の研究開発人材の現在及び将来の需要に関する理解を促進することも必要。 

 「米国人工知能研究開発戦略」（2016年10月） （２／２） 
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         「米国人工知能研究開発戦略」に掲げる社会的・法的・倫理的課題と 
         「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（１／２） 

米国人工知能研究開発戦略 
 （３）ＡＩの倫理的、法的及び社会的含意を理解し、それらに対処する  （概要）  
 ＡＩ技術は人間が拘束される公式及び非公式の規範に従って行動することが期待さ
れるため、ＡＩの倫理的、法的及び社会的含意を理解し、倫理的、法的及び社会的目
標に合致するＡＩシステムを設計する方法を開発するための研究が必要。 
 ※ 考慮することが必要な事項として、プライバシーについて言及。 

・バイ・デザインによりＡＩの公正（fairness）、透明性及びアカウンタビリティを促進する 
 ＡＩシステムのためのデータの適切な収集及び利用の在り方が重要な課題。 
 また、研究者は、ＡＩの動作及び意思決定が透明で、人間により容易に解釈可能な
ものとすることにより、システムが含み得る偏見を、単に学習し反復するのではなく、
検査することが可能となるようＡＩシステムを設計する方法を検討することが必要。 

・倫理的AIを構築する 
 技術的な実現可能性の範囲内で、研究者は、検証可能な形で、現行の法、社会規
範及び倫理に合致し、又はこれらを遵守するアルゴリズム及びアーキテクチャを開発
するよう努めることが必要。 
 ＡＩに倫理を実装することには様々な困難が伴うが、AIシステムの判断結果及び動
作を説明し正当化するために、AIシステムの推論及び意思決定を指導する受容可能
な倫理の参照枠組みを開発することは可能。  

・倫理的推論を行うAIシステムのアーキテクチャを設計する 
 倫理的推論を組み込んだAIシステムのアーキテクチャをいかに最善の形で設計す
るかを判断するための基礎研究の発展も必要。 

AIネットワーク化検討会議 
AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
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米国人工知能研究開発戦略 
（４）ＡＩシステムの安全性及びセキュリティを確保する （概要） 
 ＡＩシステムが広く利用されるようになる前に、ＡＩシステムが安全（safe）かつ堅牢
（secure）で、制御され（controlled）、十分に定義され、かつ十分に理解された方法で
動作するものであることをあらかじめ確保おくことが必要。 
 信頼し得る（reliable）ＡＩシステムを創り出す上での課題に対処するための研究の更
なる発展が必要。 

・説明可能性（explainability）及び透明性を促進する 
 研究者は、透明性があり、利用者に対して判断結果の理由を実質的に説明するこ
とのできるAIシステムを開発することが必要。 

・信用（trust）を構築する 
 信用を獲得するため、AIシステムの設計者は、インフォマティブでユーザーフレンド
リーなインタフェイスを有し、正確で、信頼可能（reliable）なシステムを創造することが
必要。その一方で、操作者（operator）は、システムの操作及びパフォーマンスの限界
を理解するために十分な訓練の時間を確保することが必要。 

・検証（verification）及び妥当性確認（validation）を促進する 
 AIシステムの検証及び妥当性確認のための新たな方法が必要。 
 安全なAIシステムは、新たな評価、診断、修理の手法を必要とするかもしれない。 

・攻撃に対するセキュリティを確保する 
 重要なシステムに実装されたAIは、事故に対処しうるために頑健（robust）でなけれ
ばならないとともに、意図的なサイバー攻撃に対して堅牢（secure）でもあるべき。 

・長期的なAIの安全性及び価値整序の達成 
 ＡＩシステムはしだいに「再帰的な自己改良」が可能になっていくかもしれない。 
 自己修正システムの安全性を確保するために、自己監視アーキテクチャ、囲い込み
戦略、価値学習、価値枠組みを含む、更なる研究が必要。 

AIネットワーク化検討会議 
AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
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         「米国人工知能研究開発戦略」に掲げる社会的・法的・倫理的課題と 
         「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（２／２） 



Partnership on AI （いわゆる「五社連合」）について 

正式名称： Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society 

設   立： 2016年9月28日（水） 

構成企業： Amazon、DeepMind/Google、Facebook、IBM、Microsoft 

暫定共同議長： エリック・ホロヴィッツ（Microsoft技術フェロー）及びムスタファ・スレイマン（DeepMind共同創業者） 

信条（Tenets） 

①AI技術ができるだけ多くの人々に裨益し、能力を与えるよう努める 

②一般市民を啓蒙し、及び傾聴するほか、積極的にステークホルダーを関与させて、焦点に
対する意見を求め、我々の活動を周知させ、疑問に対処する 

③AIの倫理的、社会的、経済的及び法的影響に関するオープンな研究と対話を約束する 

④AIの研究開発の努力は、広範なステークホルダーの積極的な関与を得るとともに、彼らに
説明可能なものとすることが必要である 

⑤領域固有の懸念及び機会が理解され対処されることの確保に資するよう、ビジネスコミュニ
ティのステークホルダーに関与させ、その代表者の参画を得る 

⑥ AIの便益を最大化し、AI技術の潜在的な課題に対処するため 
  ａ. 個人のプライバシーとセキュリティの保護に取り組む 
  b. AIの発展により影響を受け得るすべての当事者の利益を理解し、尊重するよう努める 
  c. AIの研究と技術のコミュニティが、AI技術がより広い社会に及ぼし得る潜在的影響に 
        ついて社会的責任を負い、敏感であり、直接関与し続けることを確保する 
  d. AIの研究と技術を頑健で（robust）、信頼し得て（reliable）、信用に値する（trustworthy）

ものとするとともに、堅牢な制約（secure constraint）の範囲内とすることを確保する 
  e. 国際条約や人権に反するAI技術の開発と利用に反対するとともに、危害を与えない

セーフガードと技術を推進する 

⑦AIシステムの動作は、その技術を説明するため、人々の理解と解釈が可能なものであること
が重要である 

⑧上記の目標の達成に資するよう、AIの科学者や技術者間の協力、信用及び開放性の文化
を創造するよう努める 

AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
 

【五社連合の設立時に公表した「信条」（Tenets）と、ＡＩネットワーク化検討会議が「AI開発原則」につき掲げる８項目との比較】 
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英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」（2016年10月） 

○ 英国下院科学技術委員会は2016年9月13日付けで、報告書「ロボティクスと人工知能」を取りまとめ、 下院は
10月12日付けで、報告書を公表した。報告書は、ロボット・AIに関する社会的・倫理的・法的問題を検討した上で、
AI技術の開発・利用に関する原則の策定等を行うための委員会の設置などを提言している。 
 
報告書の構成 
1．イントロダクション 
・問題意識 
  
2．経済的・社会的含意 
・機械対人間 
・教育と能力 
 
3．倫理的・法的論点  
・安全性と制御 
・ガバナンス：基準と規制  
 
4．研究、助成及びイノベーション 
・ロボティクスと自律システム 
 
結論と提言 

「結論と提言」の要旨 
・教育と能力 
１．政府は、教育及び訓練のシステムが雇用の変化に適応し、生涯教育に対応できる柔軟な
ものとなるようコミットメントする必要。  

２．デジタル排除は21世紀の英国において存在してはならない。政府は、デジタル能力の危
機に対処するようコミットすべき。 

・ガバナンス：基準と規制  
３．ＡＩという生成途上の領域に分野全体に及ぶ規制を設けることは時期尚早である一方、 ＡＩ
システムの倫理的、法的及び社会的次元に関する注意深い精査を開始することが不可欠。 

４．我々の検討は、真剣な考慮を必要とする鍵となる倫理的論点（検証及び妥当性確認、意
思決定の透明性等）を照らし出した。実効的なガバナンスが継続的に評価され実行されるよ
う、これらの論点について継続的に注視することが必要。 

５．ＡＩの発展に関する社会的、倫理的及び法的含意について検討するため、アラン・チュー 
 リング研究所にＡＩに関する常設の委員会を設置するよう提言。委員会は、ＡＩ技術の開発 
 及び利用を統治するための原則の策定等に注力すべき。 
６．委員会の構成員は、コンピュータ科学者、自然科学者、数学者及び工学者のみならず、
法学、社会科学及び哲学の専門家、産業界、ＮＧＯ及び公共部門の代表者を含むべき。 

 広範な公共的対話のプログラムも開始されるべき。 

・研究、助成及びイノベーション 
７．ロボティクス・ＡＩ技術の取り込みにより生産性の向上を達成するために、この分野に関す
る政府の戦略が必要。 

８．政府は、学界、産業界及び政府の代表者から構成され、ＡＩの研究開発戦略の策定等を
掌るＲＡＳ（ロボティクス及び自律システム）リーダーシップ会議を速やかに設置すべき。 
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 英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」に掲げる倫理的・法的論点と 
 「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（１／２） 

英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」 
3．倫理的・法的論点  
安全性と制御（control） （概要） 

検証（Verification）と妥当性確認（validation） 
 ＡＩシステムが意図された通りに動作するよう、かつ、事故若しくは悪意により欲しな
い又は予期し得ない行動が生み出されないよう確保する必要がある。したがって、シ
ステムが正しく機能することを検証する方法が必要である。 

意思決定の透明性  
 ＡＩが重要な利益に関わる判断を行う場合には、ＡＩの意思決定過程の不透明性は、
人々のＡＩの判断に対する不信を招く可能性がある。 

偏見の最小化  
 偏見及び差別が偶然にＡＩシステムに組み込まれてしまう事例が明らかになってい
る。 

プライバシーと同意 
 医療分野等におけるＡＩによるデータ分析がもたらす便益とともに、プライバシーに
関する課題が懸念される。 

アカウンタビリティと責任（liability） 
 自動走行車や自律型兵器に関して事故等に関する責任の配分やアカウンタビリ
ティの在り方が問題になっている。 

AIネットワーク化検討会議 
AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
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英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」 
結論と提言 
・ガバナンス：基準と規制  （概要） 

４. 我々の検討は、真剣な考慮を必要とする鍵となる倫理的論点の多く―検証及び
妥当性確認、意思決定の透明性、偏見の最小化、アカウンタビリティの向上、プライ
バシー及び安全を照らし出した。ＡＩの領域は急速に発展し続けているので、実効的
なガバナンスが継続的に評価され実行されるよう、これらの論点について継続的に
注視することが求められる。 

５. 我々は、ＡＩの現在及び潜在的な発展に関する社会的、倫理的及び法的含意につ
いて検討するため、アラン・チューリング研究所にＡＩに関する常設の委員会を設置す
ることを提言する。委員会は、ＡＩ技術の開発及び利用を統治するための原則を策定
するとともに、ＡＩ技術の開発及び利用の進展の制約に関し必要とされる規制（any 
regulation required on limits to its progression）に関する政府への助言に注力すべき
である。また、委員会は、政府が設置しようとしているデータ倫理会議（the Council of 
Data Ethics）とも密接に協調する必要がある。 

AIネットワーク化検討会議 
AI開発原則の８項目 

 

①透明性の原則 
 

 

②利用者支援の原則 
 

 

③制御可能性の原則 
 

 

④セキュリティ確保の原則 
 

 

⑤安全保護の原則 
 

 

⑥プライバシー保護の原則 
 

 

⑦倫理の原則 
 

 
⑧アカウンタビリティの原則 
 

      英国下院科学技術委員会報告書「ロボティクスと人工知能」に掲げる提言と 
      「ＡＩ開発原則」の８項目との比較（２／２） 
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「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）の策定に向けて 

―国際的な議論の用に供すべき素案の検討ー 

資料２－２ 



「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）の構成（たたき台） 

１．序文 
 (1) 背景（ＡＩ及びＡＩネットワークシステムの発展） 
 (2) 問題意識 
 (3) 目的  
 
２．定義 
 (1) ＡＩの定義 
 (2) ＡＩネットワークシステムの定義  
 
３．適用範囲 
 (1) ガイドラインが適用される人的主体の範囲 
 (2) ガイドラインが適用されるＡＩの範囲 
 (3) ガイドラインが適用される研究開発の段階  
 
４．原則 
  ＊次頁参照 
 
５．ガイドラインの見直し 
 ・ガイドラインの見直しの時期及び方法 1 



「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）に掲げる原則の項目及び内容（たたき台） 

① 透明性の原則 
  ＡＩネットワークシステムの動作の検証可能性及び説明可能性を確保すること。 

② 利用者支援の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者を支援し、利用者に選択の機会を適切に提供するよう配慮すること。 

③ 制御可能性の原則 
  人間によるＡＩネットワークシステムの制御可能性を確保すること。 

④ セキュリティ確保の原則 
  ＡＩネットワークシステムの頑健性及び信頼性を確保すること。 

⑤ 安全保護の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼさないよう配慮すること。 

⑥ プライバシー保護の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者のプライバシーを侵害しないように配慮すること。 

⑦ 倫理の原則 
  ＡＩネットワークシステムの研究開発において、人間の尊厳と個人の自律を尊重すること。 

⑧ アカウンタビリティの原則 
  ＡＩネットワークシステムの研究開発者が利用者など関係するステークホルダーに対しアカウンタビリティを
果たすこと。 

※ 各原則に解説を付する方向で検討する。 
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• 問題意識及び目的の明確化 
• 基本概念の定義の検討 
 ＡＩの定義 
 ＡＩネットワークシステムの定義 等 

• 適用範囲の検討（ガイドライン全体、個々の原則ごと） 
 適用される人的主体の範囲 
 適用される客体（ＡＩ）の範囲 
 適用される研究開発等のプロセスの範囲 等 

• 原則の構成及び順序の検討 
 透明性の原則とアカウンタビリティの原則との関係の整理 等 

• 各原則の内容の具体化 
 透明性が要求される動作の範囲、透明性の内容及び水準並びに透明性の確保の方法の具体化 
 利用者支援の内容及び方法の具体化 
 制御可能性の確保の内容及び方法の具体化 
 安全保護の内容及び方法の具体化 
 倫理の原則の内容の具体化（偏見をめぐる問題の取扱い等） 
 アカウンタビリティの内容の具体化 等 

• その他 
 ＡＩネットワークシステムの相互接続性・相互運用性の確保への配慮の在り方 
 実効性の確保の在り方 
 「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）の体系 
 ＡＩネットワークシステムの利活用に当たり留意すべき事項との関係 

「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）に関する主な論点 

3 



１．序文 
２．定義 
３．適用範囲 
４．原則 
 ①透明性の原則 
    ○○○・・・ 
    ■■■・・・ 
 ②利用者支援の 
    原則 
    ×××・・・ 
   ◆◆◆・・・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
５．ガイドラインの 
  見直し 
 

「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称）の体系について（たたき台） 
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１．序文 
２．定義 
３．適用範囲 
４．原則 
 ①透明性の原則 
    ○○○・・・ 
    分野Ａについては■■■・・・ 
    分野Ｂについては△△△・・・ 
 ②利用者支援の原則 
    ×××・・・ 
    分野Ａについては◆◆◆・・・ 
    分野Ｃについては◇◇◇・・・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
５．ガイドラインの見直し 

パターン１ 
・ＡＩネットワークシステムを利活用する 
 分野の別を問わず、分野共通のガイド 
 ラインとして一元的に策定。 

・必要に応じ、原則の説明中に、個々の 
 分野の事情に応じて留意すべき事項 
 の説明を記載。 

パターン２ 
・ＡＩネットワークシステムを利活用する分野ごと 
に、分野別ガイドラインを策定。 

・Ａｉネットワークシステムは、利活用の分野の 
 境界を超えて連携することがあり得るが、パ
ターン２では分野別ガイドライン相互間の整合
性が確保されないおそれがあるのではないか。 

 したがって、分野別ガイドラインの策定に当た
り参照すべき指針（メタガイドライン）の策定に
ついて検討が必要となるのではないか。 

 

・・・ 

分野Ａ 分野Ｂ 分野Ｃ （分野共通） 

１．序文 
２．定義 
３．適用範囲 
４．原則 
 ①透明性の原則 
   ■■■・・・ 
 ②利用者支援の原則 
   ◆◆◆・・・ 
 ： 
５．ガイドラインの見直し 

・・・ 

分野Ａ 分野Ｂ 分野Ｃ 

１．序文 
２．定義 
３．適用範囲 
４．原則 
 ①透明性の原則 
   ○○○・・・ 

分野共通 

パターン３ 
 ・分野共通ガイドラインと分野別ガイドライン 

 からなる二階層の体系。 

○パターン２又はパターン３において、分野別ガイドラインについては、利活用の分野ごとに、その策定の要否そのもの及び策定する場合の内容につき、 
   当該分野の国際機関等の協力の下、当該分野の国内外の産学民官のステークホルダー自身が、当該分野の状況を踏まえながら、個別に検討と 
  議論を進めていくことが考えられるのではないか。 

○パターン２又はパターン３においては、本推進会議は、メタガイドライン（パターン２）又は分野共通ガイドライン（パターン３）の策定に向けた検討と議
論を推進するほか、分野別ガイドライン自体に関する当該分野の国内外のステークホルダー自身による検討と議論についても、具体的な利活用の
場面に即した影響とリスクの評価の結果を国内外に提供する形で貢献することが考えられるのではないか。 

 ②利用者支援の原則 
   ×××・・・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
５．ガイドラインの見直し 



【参考】 ＯＥＣＤの各ガイドラインの構成及び策定プロセス 
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第1部 総論 
・定義 
・適用範囲 
第2部 国内適用の基本原則 
・収集制限の原則 
・データ内容の原則 
・目的明確化の原則 
・利用制限の原則 
・安全保護措置の原則 
・公開の原則 
・個人参加の原則 
・責任の原則 
第3部 責任の履行 
第4部 国際的適用における基本原則 
第5部 国内実施 
第6部 国際協力と相互運用性 
＊ガイドライン全体に補足説明書が付されている。 

ＯＥＣＤプライバシーガイドラインの構成 
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序文 

Ⅰ セキュリティ文化に向けて 

Ⅱ 目的 

Ⅲ 原則 

（１） 認識 

（２） 責任 

（３） 対応 

（４） 倫理 

（５） 民主主義 

（６） リスクアセスメント 

（７） セキュリティの設計及び実装 

（８） セキュリティマネジメント 

（９） 再評価 
＊各原則について、原則の内容の記述に加えて、解説が付されている。 

ＯＥＣＤセキュリティガイドラインの構成 
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Ⅰ 目的 

Ⅱ 適用範囲 

Ⅲ 定義 

Ⅳ 統合 

Ⅴ 原則 

（１） 暗号手法に対する信頼 

（２） 暗号手法の選択 

（３） 市場主導の暗号手法の開発 

（４） 暗号手法に関する諸基準 

（５） プライバシー及び個人データの保護 

（６） 合法的アクセス 

（７） 責任 

（８） 国際協力 
＊各原則について、原則の内容の記述に加えて、解説が付されている。 

ＯＥＣＤ暗号政策ガイドラインの構成 
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ＯＥＣＤガイドラインの策定プロセス 

■ＯＥＣＤプライバシーガイドラインの策定プロセス 
1978年初頭 「国境を越えるデータの障壁とプライバシー保護に関する専門家会合」設置 
1979年9月 専門家会合においてガイドライン案取りまとめ 
1980年夏  情報・コンピュータ・通信政策委員会がガイドライン案承認 
1980年9月 理事会勧告としてガイドライン採択 
2010年 情報セキュリティ・プライバシー作業部会がガイドラインの見直しに着手 
2013年7月 理事会勧告として改正ガイドライン採択 
 
■ＯＥＣＤセキュリティガイドラインの策定プロセス 
1991年１月 情報システムに関するセキュリティ・ガイドラインの準備のための専門家会合第1回会合 
1992年10月 専門家会合においてガイドライン案取りまとめ 
1992年10月 情報・コンピュータ・通信政策委員会がガイドライン案承認 
1992年11月 理事会勧告としてガイドライン採択 
2001年 情報セキュリティ・プライバシー作業部会がガイドラインの見直しに着手 
2002年７月 理事会勧告として改正ガイドライン採択 
 
■ＯＥＣＤ暗号政策ガイドラインの策定プロセス 
1996年2月 「グローバル情報インフラにおけるセキュリティ、プライバシー及び知的財産の保護に関する専門家会合」 
       第1回会合 米国が暗号政策に関するガイドラインの策定を提案 
1996年5月 「暗号政策ガイドライン・アドホック専門家会合」第1回会合 
1997年1月 専門家会合においてガイドライン案取りまとめ 
1997年２月 情報・コンピュータ・通信政策委員会がガイドライン案承認 
1997年３月 理事会勧告としてガイドライン採択 9 



【参考】 ＡＩネットワーク化検討会議「報告書２０１６」における 

        ＡＩ開発原則・ガイドラインの策定に関する提言（抄） 
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ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（１／７） 

【今後の課題】 

 ＡＩネットワーク化が社会にもたらす影響及びリスクに鑑みると、ＡＩネットワークシステムの構成要素

となり得るＡＩに関し、その研究開発に当たり留意すべき事項を整理し、国際的に共有することにより、

研究開発の円滑化を図ることがＡＩネットワークシステムの社会における受容の向上、そして、智連社

会への円滑な移行のために必要かつ効果的であるものと考えられる。そこで、中間報告書では、ＯＥ

ＣＤプライバシーガイドライン、同・セキュリティガイドライン等を参考に、研究開発に関する原則・指針

を国際的に参照される枠組みとして策定することに向け、関係する各種ステークホルダーの参画を得

つつ、検討に着手すべき旨を提言した。 

 

 中間報告書の提言を踏まえ、Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合において、我が国から、ＯＥＣＤ等国

際機関の協力も得て、ＡＩの研究開発に関する原則（以下「開発原則」という場合がある。）の策定等に

関し国際的な議論を進めることの提案がなされ、各国から賛同が得られたところである。 

 

 今後は、開発原則そのものの策定に向けた取組と並行して、その説明（開発原則の内容を敷衍し、

又は具体化するもの）の作成に向けた取組も進めていくことが求められる。すなわち、開発原則及び

その説明から構成される指針（「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称））を国際的に参照される枠組みとして策

定することに向け、開発原則及びその説明の双方につき内容面の検討を進めていくと同時に、関係す

る各種ステークホルダーの参画を得つつ、ＯＥＣＤ等国際社会において継続的な議論が行われるよう

働きかけていくべきである。 11 



(1) 基本的な考え方 

 研究開発の原則・指針の策定・解釈に当たっては、次に掲げる考え方を基本的な考え方として掲げ
ることが適切であるものと考えられる。 
 
・ 人間がＡＩネットワークシステムと共存することにより、ＡＩネットワークシステムの恵沢が万人に享受 
 され、人間の尊厳と個人の自律が保障されるととともに、ＡＩネットワークシステムの制御可能性と 
 透明性が確保され、ＡＩネットワークシステムが安全に安心して利活用される社会を実現するという 
 理念の下、研究開発に関する原則・指針を国際的に参照される枠組みとして策定すること。 

 
・ 研究開発の進展段階に応じて、想定される各種のリスクに適時適切に対処するととともに、 
 イノベーティブな研究開発と公正な競争にも配慮しつつ、多様なステークホルダーの参画を得て、 
 関係する価値・利益のバランスを図ること。 

 
・ ＡＩネットワーク化の進展及び関連するリスクの顕在化に応じて、研究開発の原則・指針を適宜 
 見直していくこと。 

(2) 開発原則の内容 

 開発原則の策定に当たっては、少なくとも、次に掲げる事項をその内容に盛り込むべきものと考え
られる。ただし、事項の加除又は整理統合を否定しようとするものではなく、幅広く検討を進めていく 
ことが期待される。 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（２／７） 
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① 透明性の原則 

 ＡＩネットワークシステムの動作の検証可能性及び説明可能性を確保すること。 

ア 動作の検証可能性の確保 

 (ｱ) 動作の記録及び確認のための技術の在り方の検討 

 (ｲ) 評価関数及び推論メカニズムの透明化 

 (ｳ) アルゴリズムのブラックボックス化の回避 

イ 動作の説明可能性の確保 

 (ｱ) ＡＩの特性に応じた説明能力・説明機能の付与 

 (ｲ) 獲得表象の記号化及び解読のための技術の在り方の検討 

② 利用者支援の原則 

 ＡＩネットワークシステムが利用者を支援し、利用者に選択の機会を適切に提供するよう配慮する
こと。 
ア 個人の合理的選択を支援する機能（ナッジ等）の実装 
 (ｱ) デフォルト、フィードバック、エラー対処等の在り方の検討 
 (ｲ) 行為者にナッジを与える方法（適切な時期等）の検討 
イ 人間の認知能力の補完 
ウ ユニバーサル・デザインの確保 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（３／７） 
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③ 制御可能性の原則 

 人間によるＡＩネットワークシステムの制御可能性を確保すること。 

ア 制御可能性に関するリスク評価 

 (ｱ) 情報通信ネットワーク上に多種多様なＡＩが混在することによりＡＩネットワークシステムが正常に 
  動作せず意図しない事象が生ずるリスクの評価 

 (ｲ) 利用者又は第三者による改修によりＡＩが正常に動作せず意図しない事象が生ずるリスクの 
  評価 

 (ｳ) ＡＩの自己改修によりＡＩネットワークシステムが正常に動作せず意図しない事象が生ずるリスク 
  の評価 

イ 制御可能性の設計及び実装 

 (ｱ) ＡＩの能力の制御の在り方の検討（例：外界及び情報通信ネットワークへのアクセスの制御、 
  能力の限定、緊急時の停止機能等） 

 (ｲ) ＡＩの動機の制御の在り方の検討（ルール及び目標の設定、価値判断の手順の設定、報酬 
  関数の設定等） 

 (ｳ) ＡＩネットワークシステムの動作の整合性の確保 

ウ 制御可能性マネジメント 

 (ｱ) ＡＩネットワークシステムにおける制御権の配分の在り方の検討 

 (ｲ) 仮想化技術を用いたネットワークの分離によるＡＩの制御の在り方の検討 

 (ｳ) ネットワークがＡＩの制御範囲から分断されたときのＡＩの制御の在り方の検討 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（４／７） 
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④ セキュリティ確保の原則 

 ＡＩネットワークシステムの頑健性及び信頼性を確保すること。 
 
ア セキュリティに関するリスク評価 

 (ｱ) ＡＩネットワークシステムの機密性、完全性、可用性に対するリスクの評価 

 (ｲ) ＡＩネットワークシステムのセキュリティが損なわれることにより、利用者及び第三者の生命・ 
  身体の安全に危害が及ぶリスクの評価 
 
イ セキュリティの設計及び実装（セキュリティ・バイ・デザイン） 

 (ｱ) 情報セキュリティの３要素（機密性、完全性、可用性）の確保 

 (ｲ) 利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼす可能性のあるセキュリティ上の脅威・ 
  脆弱性への対処 

 (ｳ) 攻撃耐性の確保 
   １．対攻撃強度の在り方の検討 
   ２．サイバー攻撃やセンサー攪乱攻撃等に対する耐性の確保 
   ３．現実空間での物理的攻撃への耐性の確保 
 
ウ セキュリティ・マネジメント（予防、検出、対応、システムの復旧、継続的な保守、レビュー及び 
 監査等） 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（５／７） 
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⑤ 安全保護の原則 

 ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼさないように配慮
すること。 

ア 安全に関するリスク評価 

イ 安全保護の設計及び実装（セーフティ・バイ・デザイン） 

 (ｱ) 利用者及び第三者の安全の保護に配慮したプログラム設計の在り方の検討 

 (ｲ) 本質安全の確保（事故の被害を抑制するために、ＡＩネットワークシステムの特性に応じて、 

  本質的な危険要因を必要最小限に抑えること） 

ウ 安全マネジメント（予防、検出、対応、継続的な保守、レビュー及び監査等） 

⑥ プライバシー保護の原則 

 ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者のプライバシーを侵害しないように配慮すること。 

ア プライバシー影響評価 

イ プライバシー保護の設計及び実装（プライバシー・バイ・デザイン） 

 (ｱ) 空間プライバシー（私生活の平穏）の保護：私生活の領域へのロボット等の侵入の制御、 

  ロボット等による私生活の領域の監視の制御、ロボット等への不正アクセスの制御 

 (ｲ) 情報プライバシー（パーソナルデータ）の保護：データの収集・分析・利活用の適正な制御、 

  匿名化機能、暗号標準、アクセス・コントロール機能等の実装 

 (ｳ) 生体プライバシー（生体情報）の保護：脳情報など生体情報の収集・分析・利活用の適正な 

  制御 

ウ プライバシー・マネジメント（予防、検出、対応、継続的な保守、レビュー及び監査等） 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（６／７） 
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⑦ 倫理の原則 

 ＡＩネットワークシステムの研究開発において、人間の尊厳と個人の自律を尊重すること。 
ア ＡＩへの機械倫理の実装の在り方の検討 
イ Brain Machine Interface (BMI) 等により人間の脳とＡＩの連携を図る際の人間の尊厳と個人の 
 自律の尊重の在り方の検討 

⑧ アカウンタビリティの原則 

 ＡＩネットワークシステムの研究開発者が利用者など関係するステークホルダーに対しアカウンタ
ビリティを果たすこと。 

ア 研究開発者による説明・情報開示 

イ 関係するステークホルダーとのコミュニケーション 

(3) 指針（「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称））の策定に向けた検討 

 開発原則そのもの及びその内容の説明から構成される「指針」（「ＡＩ開発ガイドライン」（仮称））を 
国際的に参照される枠組みとして策定することに向け、国内外において検討及び議論を進めていく 
ことが求められる。 

 例えば、透明性の原則については、各種のＡＩの技術的特性等に配慮しつつ、動作の検証可能性 
及び説明可能性が求められるＡＩの範囲、動作の検証可能性や説明可能性の内容や要求水準等を
指針の中で敷衍し、又は具体化していくことが求められる。 

ＡＩネットワーク化検討会議「報告書2016」におけるＡＩ開発原則・ガイドラインに関する提言（抄）（７／７） 
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ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす
影響とリスクの評価について 

資料２－３ 



 
 ・  ＡＩネットワーク化の影響・リスクの評価に関する検討事項 
 分野ごと及び分野横断の影響評価（シナリオ作成、分野別展望、評価指標） 
 分野ごと及び分野横断のリスク評価（シナリオ分析） 
 ＡＩネットワークシステムに関するエコシステムの変化 
 ＡＩネットワーク化の進展に伴い実現される社会の全体像の概況 
 その他ＡＩネットワーク化の影響・リスクの評価に関する事項 

 
• 検討対象とする分野の候補（ＡＩネットワーク化検討会議の中間報告書において 
   影響評価の対象とした16分野） 
  →本年度は、このうち６～８分野程度を扱う（※必要に応じ、分野の枠組みの見直しを逐次検討）。 
 【公共（まち）】   公共インフラ、防災、スマートシティ、行政 
 【生活（ひと）】   生活支援、豊かさ創造（創造的活動、コミュニティ活動等） 
 【産業（しごと）】  分野共通（コーポレート業務、バックオフィス等）、農林水産、製造業、運輸・  
            物流、卸売・小売、金融・保険、 医療・介護、教育・研究、サービス業、建設） 
 
•   可能な限り、影響評価とリスク評価は一体的に行う。 
 分野ごとの影響・リスクの一体的評価 
 分野横断的な影響・リスクの一体的評価 

ＡＩネットワーク化の影響・リスクの評価の枠組み（案） 
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○ ＡＩネットワーク化の分野ごと及び分野横断の影響について複数のシナリオを作成する。 
○ シナリオを踏まえ、ＡＩネットワーク化検討会議の中間報告書で提示したＡＩネットワーク化の影響に関する 
   分野別展望（現在～2045年頃までの変化の展望）を必要に応じて見直し、深化及び拡充を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 可能であれば、分野ごと及び分野横断の影響について、定量的に測定し、又は客観的に把握することができる 
     評価指標を設定する。 

影響評価の枠組み（案） 

分野（例） 考えられる評価指標（例） 

公共分野 

公共インフラ リアルタイムで収集・分析することができるデータの種類、量等 

防災 リアルタイム予測の高度化の状況（タイムラグ、精緻化の状況等） 

行政 公開されるオープンデータの種類、量等 

生活分野 豊かさ創造 
３Ｄプリンター等のパーソナルファブリケーションの普及状況 

（台数等） 

産業分野 

農林水産 
農業用ドローン、インテリジェントファーミング等の導入・実現状況 

（導入している農家数等） 

運輸・物流 自動運転の実現状況（普及台数等）、人間とＡＩの分業率 

金融・保険 トレーディング、ローン審査、与信管理の自動化の普及状況 

サービス業 ロボット等による自動化の状況、人間とＡＩの分業率 

建設 ロボット等による自動化の状況、人間とＡＩの分業率 

【例】 製造業 
【例】 医療 
・介護 
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リスク評価（シナリオ分析）の枠組み（案） 

分野ごと及び分野横断のリスクについて、以下の要素から構成されるリスク・シナリオ分析を行う。 
〇 リスクの類型・種類 
   ➢ 機能に関するリスク（セキュリティ、情報通信ネットワークシステム、不透明化、制御喪失） 
   ➢ 法制度・権利利益に関するリスク（事故、犯罪、消費者等の権利利益、プライバシー・個人情報、 
     人間の尊厳と個人の自律、民主主義と統治機構） 
〇 利活用の場面に即して想定される（第一次的な）リスクの内容 
〇 リスクへの対処 
   ➢ リスク評価 ①発生時期 ②生起確率 ③被害の規模 ④二次的（派生的）リスクの評価 
   ➢ リスク管理 ①事前の予防・モニタリング ②被害発生時の対処 ③事後的な措置・復旧 等 
   ➢ リスク・コミュニケーション ①ステークホルダーの特定 ②インシデントと対処の説明 ③シナリオの共有 等 

リスクの種類
（例） 

利活用の場目に即して 
想定されるリスクの内容（例） 

発生時
期 

生起
確率 

被害の
規模 

二次的（派生的）
に生ずる 
リスク 

リスク評価 リスク管理 
リスク・ 

コミュニケーション 

セキュリティに 
関するリスク 

ロボットに関係するクラウド等
ＡＩネットワークシステムがハッ
キング攻撃されることにより、
情報が流出したり、ロボットが
不正に操作されるリスク 

進展 
段階２ 

高 大 

プライバシー・個人
情報に関するリス
ク、消費者等の権
利利益に関するリ
スク、犯罪のリスク 

情報流出による影
響の評価、クラウド
のセキュリティ上の
脆弱性等の評価 

事後検証のためのロ
ギングの実装、脆弱性
の発見・対処、必要に
応じて結合テストの追
試 

生じたインシデントに
関する情報共有と対応
策についての説明 

事故のリスク 

レベル３の自動走行車の運
転時に運転者がハンドルか
ら手を離して乗ることにより、
緊急時の対応が困難にな

るリスク 

進展
段階１ 

中 中 
制御喪失の 

リスク 

運転者の生命・ 
身体へのリスク、
関連車両群や 
交通システム等へ
の影響等の評価 
 

運転者の技能維持
のための試験・講習
等、リスク改善に向
けた作業・モニタリン
グ等 

運転者への啓発、 
緊急事の情報共有
等 
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ＡＩネットワークシステムに関するエコシステムの変化の展望（案） 

○  （ＡＩネットワーク化を含む）ＩＣＴインテリジェント化の動向全体を踏まえつつ、 
  ＡＩネットワークシステムに関するエコシステムの変化を展望する。    
○   検討に当たっては、並行して行う影響評価の結果等を随時反映させる。 

4 

ＩＣＴに関する次に掲げる同時並行的 
かつ加速度的な技術の高度化など 
６要素によりもたらされる変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ＩＣＴインテリジェント化」 

①ＣＰＵ，ストレージ、通信ネット 
  ワークの能力の加速度的向上 

②人工知能の高度化 

③あらゆるものごとのデータ化 

④インターネットのグローバル化 

⑤クラウド、ネットワーク、エッジ 
  の各階層を活用した分散処理 

⑥人間（の脳）と人工知能等との 
    連携、意識の通信 

６要素 

インテリジェント化が加速するＩＣＴの未来像に関する研究会「報
告書2015」８―23頁（平成27年）参照。 
なお、「ＩＣＴインテリジェント化」と「ＡＩネットワーク化」の関係に
ついては、ＡＩネットワーク化検討会議中間報告書４－５頁参照。 



【参考】  ＡＩネットワーク化検討会議「中間報告書」における 

        ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の 

        分野別展望（抄） 
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ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の分野別展望（１／４） 
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ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の分野別展望（２／４） 
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ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の分野別展望（３／４） 

8 



ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の分野別展望（４／４） 
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（備考）ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響の分野別展望における参照文献 
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[インテリ] インテリジェント化が加速するICTの未来像に関する研究会「報告書2015」（平成27年) 
[科技] 文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター「第 10 回科学技術予測調査分野別科学技術予測 」(平成27年) 
[環境] 環境省「自動車分野において目指す将来像（2050年）」（平成22年） 
[競争] 経済産業省「データ駆動型経済、未来投資について」 第27回産業競争力会議実行実現点検会合資料(平成27年) 
[稼ぐ力] 経済産業省経済産業政策局「ビッグデータ・人工知能がもたらす変革を日本の力とするために」日本の「稼ぐ力」創出研究会第8回

配布資料（平成27年） 
[情経]産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会「中間とりまとめ～CPSによるデータ駆動型社会の到来を見据えた変革～」

(平成27年) 
[SIP] ＳＩＰ(戦略的イノベーション創造プログラム)「「自動走行システム」の取組について」情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委

員会第７回会合資料７－２（平成27年） 
[白書] 総務省編「平成 27 年版情報通信白書」（平成27年） 
[特許] 特許庁「平成26年度特許出願技術動向報告書 人工知能技術」(平成27年) 
[展望] 文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター「科学技術予測調査 分野別科学技術予測 各分野の将来展望」

(平成27年) 
[未来] 日経BP社『人工知能の未来 2016－2020』vol1、vol2 （平成27年） 
[林(雅)構成員] 林（雅）構成員「ＩＣＴインテリジェント化影響評価検討会議発表資料」（事前提供資料） 
[原井構成員] 原井構成員「インテリジェントＩＣＴが生成し、又は処理する情報の受発信の基盤となる情報通信ネットワークの高度化の展望」

（事前提供資料） 
[橋本構成員] 橋本構成員「ＩＣＴインテリジェント化とＩＣＴ人材」（事前提供資料） 
[松尾構成員] 松尾構成員「人工知能の未来- ディープラーニングの先にあるもの」（第１回検討会議発表資料） 
[MRI] 三菱総合研究所「インテリジェント社会萌芽研報告書」(平成27年) 
[矢野] 矢野経済研究所「自動運転システム世界市場に関する調査結果2015」（平成27年）

<https://www.yano.co.jp/press/press.php/001410> 
[ロ新] ロボット革命実現会議「ロボット新戦略 Japan’s Robot Strategy ―ビジョン・戦略・アクションプラン―」(平成27年) 
[Cisco] Cisco「Cisco フォグ・コンピューティングソリューション戦略とIoTソリューションのアップデート」 

<http://exploredoc.com/doc/6011444/cisco-フォグ・コンピューティングソリューション戦略と-iotソリューションの> 
[I4.0] Federal Ministry of Education and Research, Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 (2013) 
[IIC] Industrial Internet Consortium, INDUSTRIAL INTERNET INVESTMENT STRATEGIES: NEW ROLES, NEW RULES (2015) 



【参考】  ＡＩネットワーク化検討会議「報告書２０１６」における 

       リスク・シナリオ分析の試行例（抄） 
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ＡＩネットワーク化検討会議「報告書２０１６」が掲げるリスク・シナリオ分析の枠組み 
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リスク・シナリオ分析の試行例（１／５） 
①機能に関するリスク（１／２） 
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リスク・シナリオ分析の試行例（２／５） 
①機能に関するリスク（２／２） 
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リスク・シナリオ分析の試行例（３／５） 
②法制度・権利利益に関するリスク（１／３） 
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リスク・シナリオ分析の試行例（４／５） 
②法制度・権利利益に関するリスク（２／３） 
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リスク・シナリオ分析の試行例（５／５） 
②法制度・権利利益に関するリスク（３／３） 
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   「ＡＩネットワーク社会推進会議」に関するスケジュール 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

推
進
会
議

フ
ォ
ー

ラ
ム

平成28年 平成29年

▲
第１回

▲
フォーラム

（国際シンポジウム）

▲
第２回

▲
第３回

▲
第４回

（意見募集） 『報告書2017』の取りまとめ

「ＡＩ開発ガイドライン」

（仮称）素案ver.1.0 等

「ＡＩ開発ガイドライン」

（仮称）素案ver.0.9の

整理 等

資料２－４ 



ＡＩネットワーク社会推進会議（第１回）における議論の概要 

主な意見 
〇 ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響・リスクについて、分野の枠組み自体を検討することが必要である。
また、影響とリスクを一体的に評価すべきである。【城山構成員】 

〇 「ＡＩ開発ガイドライン」の検討に当たっては、上から目線で人々を啓蒙するような形ではなく、利用者の目線で検討
すべきである。そのようにすることにより、日本から開発原則を提案する意味があるものとなる。 

  ＡＩネットワークシステム全体としての制御可能性を保つためには、他のＡＩを制御することを目的としたAIを投入
することが必要となり得るのではないか。【堀構成員】 

〇 今後のＡＩは、色々なＡＩが複雑に絡み合っていくもので、相互接続性が重要である。また、利用者の使い方等も重要
な問題であり、利活用の場面を考えることは重要である。開発ガイドラインの策定に向けた検討に当たっては、ＡＩネッ
トワークシステムの相互接続性・相互運用性についても議論の対象とすべきであるとともに、利活用に当たり留意すべき
事項についても併せて検討すべきである。【平野構成員】 

〇 開発の段階だけではなく、エンドユーザー等利用者による利活用の段階においても留意すべき事項を検討することは重
要である。利活用の枠組みについても、開発ガイドラインとともに二本柱として検討すべきである。【林（秀）構成員】 

〇 目指すべき社会像・世界観を反映させたガイドラインを検討すべきである。また、ＡＩの開発者もひとりの人間（生活
者、利用者）であるという視点を持つべきであり、生命・倫理の観点から、歴史と文化を背負った人格としての人間（ペ
ルソン）という存在を意識できるようなガイドラインの策定に向けて取り組むことが重要である。【鈴木構成員】 

〇 「利用者支援の原則」に、『利用者に選択の機会を適切に提供するよう配慮すること』とあるが、技術革新で“選択の
機会は少なくなっている”と思う。自動運転も介護ロボットも暮らしを劇的に変える。利用できない人との格差を拡げな
いよう社会の受容性についても丁寧に議論してほしい。【近藤構成員】 

〇 堀構成員の発表にあるように、市場原理に委ねて人々の選択により良い社会ができることが望ましいという考え方に賛
成であるが、人々の選択に委ねると少数者の利益や人権が侵害される可能性がある。他の利益と比較衡量してバーターに
して良い領域と、人権等他の利益とのバーターにしてはならない領域との峻別を考える必要がある。【大屋構成員】 

〇 ガイドラインの策定に当たっては、これから将来に向けて何が起こるかわからないことを認識することが重要である。
現時点で、将来の全てを見通したガイドラインを策定することはできないため、基本的な原則を定めるとしても、各論に
ついては将来世代にも判断を委ねることができるような謙抑的なガイドラインとすべきである。【実積構成員】 

〇 ＡＩの市場をみると、供給側に情報が偏っていて情報の完全性が満たされていないと感じる。全てをルール、ガイドラ
インで押さえ込むことは困難であり、情報の完全性を見据えた検討が必要である。【三友副議長】 

資料２－５ 
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